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第 11 回生活困窮者自立支援全国研究交流大
会は、2024 年 11 月 9 日、10 日に愛知県東海
市で、日本福祉大学、東海市芸術劇場を会場に、
オンラインも併用して開催された。すべての都
道府県から会場とオンラインでの参加をあわせ
て 1,500 名近くの参加を得た。

今回の大会テーマは、「地域共生支援へ広が
る課題　だからこそ抱え込まずにつながろう　
共にあることを楽しみ前にすすもう」というも
のであった。

2024 年 4 月には、生活困窮者自立支援法が
一部改正され、居住支援などが強化された。生
活困窮者自立支援法が施行されて 10 年、この
制度は一方では生活保護制度との連結を重視し
つつ、他方で就労、居住、被災者支援、子ども
など、多様な分野との結びつきを強めながら発
展してきた。

10 年前に制度が立ち上がった時には、生活
困窮者自立支援とは、一人ひとりの当事者を個
別に対象として、就労をとおしての経済的自立
を求めるもの、という狭隘なイメージも根強
かった。だが、地域における多様な実践の積み
重ねと、この大会等での経験交流をとおして、
こうしたイメージにも変化がうまれた。誰もが
地域とつながり、そこで認め認められるという
関係をとり結ぶことこそ、生きて前にすすもう
という自己の生の深いところからの肯定と、そ
のような肯定感に裏付けられた「自立」につな
がる。そのことがみえてきた。

就労、居住、被災者支援、子どもなどの多

様な分野は、このような関係がとり結ばれる舞
台であり、前を向くためのつながりの土台とな
るなら、生活保護制度も決して「後ろ向き」の
ものではない。前を向くためにつながる支援に
おいては、支援者がまずは共に前を向きながら
伴走できる条件が確保されることが不可欠であ
る。そのような意味で、生活困窮者支援とは地
域共生支援に他ならない、少なくとも私はそう
受けとめてきた。

今大会の開始のセレモニーは、日本福祉大学
付属高校の和太鼓部「楽

ら っ こ

鼓」の演奏で始まった。
高校生とは思えない演奏に参加者は深い感銘を
受けた。聞けば「楽鼓」は、被災地など地域に入っ
た演奏などをとおして「地域に育てられた」の
だという。その「場」に共に在るのだと了解さ
せる空気の躍動と身体の共鳴。若者たちはその
振動を自らつくりだしつつ、それを聞く人々の
眼に何かが点ったことを感じながら、それに呼
応するべくさらに鼓を打ち鳴らす。地域共生支
援を考える大会にふさわしい幕開けであった。
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今大会参加者の印象に残ったのが「悪魔祓
い」だったと思う。初日の全体会第１部にご
登壇いただいた上田紀行さんの言葉に、会場
は笑いに包まれながらも、自分たちの担って
いる「支援」の意味を深く掘り下げ考えるこ
とができたと思う。

もう一つの話題は「闇バイト」。SNS で「闇
バイト」と検索すると多くの投稿が出てくる。
これが「闇バイト」の入り口となる。「登録が
必要」などと個人情報の提出を求められる。
運転免許証、学生証、実家の写真など言われ
るまま渡してしまい、その後指示を守らない
と脅迫されることになる。「日給 10 万円、即
日払い、交通費支給、軽作業、経験不要」。
ありえない条件が並ぶ。当然、そんな甘い話
しはない。最後は犯罪者となり使い捨てにさ
れる。犯行グループは暴力団だと言われてい
る。

途中で「ヤバい」と気づいても「住所はわかっ
ている。自宅に押しかける。家族に危害が加
える、ネットに犯罪者として画像をばらまく」
など脅迫され逃げられず「受け子」や「出し子」
の犯罪行為を繰り返すことになる。ついには
強盗殺人を犯した若者もいる。この場合「無
期又は死刑」。少なくとも 30 年以上は刑に服
することになる。バイトどころではない。

若者が闇バイトに手を出す背景に「若者
の貧困」があると言われている。2020 年の

総務省「労働力調査」では 15 歳～ 34 歳の
非正規労働者は約 512 万人（この年代の約
20.4％）。完全失業者約 72 万人（約 2.8％）。
無業者約 69 万人（約 2.7％）。この年代の
26％が不安定雇用の低収入または無収入であ
る。既婚のパートタイムなどを差し引いても
2 割程度がアンダークラス（年収 186 万円以
下）とされる。闇バイトが「経済的困窮」が
進む中で広がったのは事実だと言える。とは
いえ「お金がないから闇バイトをせざるを得
ない」とは言えない。そんな選択をしなくて
良い所得補償や生活保障、あるいは安定雇用
を増やすべきだ。

しかし、要因はもうひとつある。「悪魔」で
ある。つまり上田さんが指摘した「悪魔憑（つ）
きの状態」だと思う。生活苦の中「割のいい
バイト」を捜す気持ちはわかる。しかし、事
態が進むにつれ、どこかの時点で「これは犯
罪だ、ヤバい」と気付いたと思う。当然「他
言すれば殺す」「家族もヤル」などと脅迫さ
れたとは思うが、その時点で誰かに相談して
いれば「懲役 30 年」は免れた。我々生活困
窮の相談窓口に来てくれていたらと思う（た
だ、現在の体制でどこまで対応できたかは要
検証）。

横浜市青葉区の事件では逮捕された青年
（22 歳）は「途中で犯罪に加担することに気
づいたが、家族に危害が加えられるかもしれ

ないと考え、断れなかった」と逮捕後に語っ
た。その一方、彼の祖父は「被害者の G さん
には本当に申し訳ない思いです。孫も闇バイ
トだと途中で気がついたということでしたが、
いくら家族に危害を加えると脅されていたと
しても、気づいた時点で私たちに言ってくれ
たほうがよかった。その結果、私たち家族に
危害が加えられたとしてもそのほうがよっぽ
どマシだった」と悔んでおられた。こんなに
優しいおじいちゃんがいたにもかかわらず彼
は相談できなかったのだ。「相談できない」「助
けてと言えない（言わせない）」現実が見え隠
れする。
「家族に迷惑をかけられない」という思いは

一見「思いやり」にも見えるが、結果は家族
も含めそれどころではない事態を招来するこ
とになる。「他人に迷惑をかけてはいけない」。
就職氷河期以降に生まれた人は、そんな「社
会道徳」の中で生きてきた。自己責任論が闊
歩する時代に育った彼らは一層「迷惑をかけ
られない」と思い相談することを躊躇してし
まう人が少なくない。闇バイトは「経済的困窮」
と共に「社会的孤立」の中で進行していたのだ。

講師の上田さんが指摘されたのは「孤独で
ない人には悪魔の眼差しはこない。しかしそ
の温かい人の輪の外に投げだされてしまうと、
人は悪魔に眼差されてしまう」ということだっ
た。つまり、孤独な人に悪魔がとり憑くとい
うのだ。スリランカでは、そんな孤独な人か
ら悪魔を祓うために村民が一晩中悪魔祓いを
行う。中身は儀式的なものもあるが、大演芸
大会に近いという。みんなで悪魔にとり憑か
れた人を楽しませ、笑わせる。明け方になり
悪魔は退散していく。闇バイトの「闇」が「経

済的困窮」のみならず「社会的孤立」にある
のなら、この上田さんの話は大変参考になる。
だから相談者に伴走し「ひとりにしない」と
いう相談支援員の存在そのものが果たす役割
の大きさを改めて認識させられた。孤独を癒
す。それが私たちの使命なのだ。

悪魔に憑かれる人は今後さらに増えると思
う。悪魔祓いは前近代的なオカルト現象では
ない。悪魔は近代都市の中に潜み、孤独な人
を狙っている。とり憑つかれると一層相談で
きなくなる。相談窓口で国の経済状況をどう
にかするのは難しい。しかし、孤独は私たち
の一声でわずかでも癒すことができる。みん
なで悪魔祓いをし合う。それが地域共生社会
と言うものだ。

生活困窮者自立支援制度は、「経済的困窮」
のみならず「社会的孤立」を課題と認識する
中で生まれた。今回の大会は、その原点を私
に強く認識させてくれる大会となったと思う。

生活困窮者自立支援
全国ネットワーク

代表理事

（認定 NPO 法人 抱樸理事長）
奥田 知志

巻 頭 言
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第 11 回大会が多くの皆さまのご参加の
もと、愛知県で盛大に開催されますことに
心よりお喜びを申し上げます。ようこそ、
お越しくださいました。

生活困窮者自立支援制度は、地域のさま
ざまな実践の積み重ねによって発展してき
たものです。生活困窮者の抱える課題はさ
まざまで、コロナ禍や物価高騰など刻々と
社会が変化していく中、支援者が経験を共
有し、関係機関との連携を強めることは、
対応力を高めてくために必要不可欠です。
愛知県では、従来から支援従事者を対象と
した研修において、県内の支援者同士がお
互いに相談できるよう、関係機関の連携強
化にも努めてきたところです。

本日、全国から生活困窮者自立支援制度
に携わる実践者の方々が一堂に会して交流
が図られることは、大変意義深いことです。
合間に「名古屋めし」も楽しんでいただき
ながら、大会を通じて新たな気づきやつな
がりを得て、制度の発展につながることを
期待しています。

ようこそ「鉄とランの街」、東海市にお
越しいただきました。心より歓迎申し上げ
ます。

市制 55 周年を迎える東海市では、「第７
次総合計画」において、「ともにつながり　

笑顔と希望あふれるまち　とうかい」を
キャッチフレーズに、皆さんと一丸となっ
てまちづくり・地域づくりを進めています。
時期を合わせて、「第４次東海市総合福祉
計画」も作成し、「おもい　つながり　さ
さえあう」を掲げて、日本福祉大学や医師
会などと連携を図っています。

先週、東海市内にある社会福祉法人 12
団体がタッグを組んで、社会福祉協議会が
中心となり、「東海市社会福祉法人連携協
議会」が発足しました。それぞれの強みや
持ち味を出しながら、地域福祉をさらに向
上させていこうと取り組んでいるところで
す。

この 2 日間が、参加される皆様にとって
これまでの体験を共有し、意見交換をして、
さらなるご活躍につながることをご祈念申
し上げます。

愛知県副知事
牧野 利香さん

東海市長
花田 勝重さん

来 賓 あ い さ つ

地域が直面するさまざまな問題の根っこ
に、困窮と孤立の問題があることが鮮明に
なっています。それを何とかしたいと思っ
て実践している皆さま同士がこの大会でつ
ながり、前に進む、大事な機会となること
を心から願っています。

私自身が生活困窮者支援と出合ってか
ら十数年が過ぎました。プロフェッショナ
ルとも言える実践者の方々との出会いの中
で、「プロは悩む。されどプロは一人では
悩まない」ということを学びました。悩み
続けること、そして一人で悩まないことを
大事にして、当事者も含めて多くの方々と
悩みを共有されてこそ、仲間ができて課題
の解決に結び付いていくことを教えていた
だきました。

本大会には 1400 人を超える皆さまに参
加登録をしていただき、心強く思っていま
す。悩みだけでなく、実践の中での気づき
や喜びを共有し、共にあることを楽しみな
がら２日間の大会を進めていきたいと思い
ます。

生活保護と並ぶ、もう一つのセーフティ
ネットとして生活困窮者自立支援制度がで
きて 10 年が経ちました。この制度の真骨
頂である、一人ひとりが抱える問題を受け
止め、寄り添い、丁寧に支えていく実践は、
この 10 年間に積み上げられ、これを発展
させていくことが現場の皆さんの大きな支
えにもなるのではないかと思っています。

生活困窮者自立支援制度は 2024 年４月
に改正法が公布され、特に住まいの問題に
取り組む内容となりました。さらに、私
自身として感慨深いものがあるのは、住宅
セーフティネット法が改正され、住宅施策
と福祉施策が連携し、国土交通省と厚生労
働省が共管することになったことです。大
きな一歩です。

皆さまにおかれましては、ぜひ住まい
の問題も含めて、社会資源の活用をさらに
バージョンアップできるよう、今回の法改
正の中身をご理解いただき、施行に向けて
取り組んでいただければと思います。この
2 日間が、明日から頑張ろうと思える、活
力を得る大会になることを願います。

一般社団法人生活困窮者自立支援ネットワーク
代表理事

新保 美香

厚生労働省
事務次官

伊原 和人

開 会 あ い さ つ
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人が元気になるために
―支援と解決、いやしについて考える―

登 壇 者

東海学園大学 特命副学長・卓越教授 上田紀行

一般社団法人生活困窮者
自立支援全国ネットワーク 代表理事 奥田知志

認定NPO法人抱樸 理事長

コ ー デ ィ ネ ー タ ー

全体会
第１部

第 11 回大会を本学東海キャンパスで開
催していただけること、そして本大会の現
地実行委員長として、多くの皆さま方にご
参加いただけましたことに心から感謝申し
上げます。

本学は創立 70 周年を迎え、「ふつうのく
らしのしあわせ」を探求する総合大学であ
りたいと考えています。あえてゼロ歳から
100 歳の地域包括ケアをテーマに共同研究
を実施し、また、日本伴走型支援協会と連
携してオンラインによる伴走型支援士の基
礎講座も開講しています。

2021 年の第８回大会も本学が会場でし
たが、コロナ禍によりオンラインのみでの
開催でしたので、今回対面で開催できるこ
とをうれしく思います。愛知県内の NPO、
行政、社協などから 70 名を超えるメンバー
が実行委員として参加してくださっていま
す。この大会を機会に、県内の支援者のネッ
トワークができてきたことも大変うれしく
思っています。これから始まる２日間、大
いに議論をし、これからの希望を皆さんと
一緒に語り合いたいと思います。

日本福祉大学
学長

原田 正樹さん

来 賓 あ い さ つ
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いいこと、かけてはいけないことがあって、
例えば命を誰かに助けてほしいと言うのは
決して迷惑ではありません。自分がつらい
ということを、みんなに言える場所や機会
があれば誰も孤立しないはずです。伝える
こと自体は決して迷惑ではなく、頼られる
ことを喜んでくれる人たちも大勢いるので
す。

悪魔祓いがある社会、ない社会

上田　スリランカの子どもたちは、小さい
頃から悪魔祓いを見て育ちます。人は誰も
が弱く、不調に陥る時もありますが、そん
な時、村人みんなで元気にするという場面
をこの子たちは何度も見て育っています。
人が苦しみ悩んでいる時に、誰かが助けて
くれる環境があるのです。
　今の日本にこのような境遇で育つ子ども
がいるでしょうか。悪魔祓いがある社会と
ない社会、どちらが人間を深く理解し、葛
藤を抱えた人を優しく支えているのか、樸
にとって答えは明らかな気がします。
　皆さんはスリランカで言えば悪魔祓い師
なんです。人間は弱いもの。それを救って
いこうという部分がこの社会にあったとき、
みんながもっと幸せになります。しかし、
若い人たちは失敗しても誰も救ってくれな
い、俺が苦しんでいても自己責任だと言わ
れておしまいだと思っているから、人生に
チャレンジしてみようとしません。今の日
本社会で誰も挑戦しないのは、救いが無く
なっているからなのでしょう。
　ここに集まった方々の使命は本当に大き
いものです。苦しいこともあるかと思いま
すが、そんな時は悪魔祓いの話しを思い出
して、笑って自分を励ましていただいて、
そして皆さんもつらい時はつらいと語り合

いましょう。私たちが『悪魔つき』になっ
てはいけないですから。ということで、私
から皆さまに向けて最大限のエールをお送
りして、基調講演を終わらせていだたきま
す。ありがとうございました。

生活困窮者自立支援制度二つの理念

奥田知志　上田さん、基調講演ありがとう
ございました。ここからは、上田さんと二
人で話しを進めてまいります。
　生活困窮者自立支援制度、自立支援法は、
当初経済的困窮をテーマにしていましたが、
改正案が出て経済的困窮だけでなく、地域
社会からの孤立も大事だとしています。経
済的困窮と社会的孤立の二つを理念の根幹
に持つ制度、法律はなかったと思います。
先ほどの上田さんの話を聞いて、この法律
はまさに生活困窮者悪魔払い法の側面を持
ち、皆さんは悪魔払い師なのではないかと
感じました。人と人との関係の中で孤独が
深刻化して、そこから逃れるために家に引
きこもり独居も選ぶ。
孤独の本質は、人が実
際いるにも関わらず孤
立していくところにあ
ります。深刻化する闇
バイト問題は、今日の
観点からして、ある意
味悪魔につかれている
と思うのですがいかが
ですか。

相談できない若者と闇バイト

上田　要因の一つに若者たちの貧困、経済
的困窮がありますが、疑問なのはなぜ友だ
ちや親に相談しないのか、なぜ若者たちは
一人になってしまっているのかという点で、

全体会　第1部

上田紀行　本日は皆さ
んとお会いできること
を大変楽しみにしてま
いりました。人生の困
難に瀕する方々に寄り
添い、この社会を元気
にしようと活動されて
いる方々の前でお話さ
せていただくことを大
変うれしく思っていま

す。今回は癒しについて話すようリクエス
トがありましたので、まずは、私が癒しに
ついて最初に目を開いた時の話を聞いてく
ださい。

悪魔祓いという癒し

上田　自らの人生体験から、人間とはどう
いう時に元気になったり、元気を失ったり、
どう回復するのかを研究テーマにしようと、
20 歳代後半にフィールドワークとして向
かったのが、スリランカの多数派民族シン
ハラ人が暮らす仏教徒の村でした。
　この村では悪魔祓いという儀式が行われ
ています。酒ばかり飲んで仕事に行かない、
子どもが悩んで不登校、毎日悪夢を見るな
ど病院では治らないような人に『悪魔がつ
いた』としてお祓いをしているのです。小
さな悪魔祓いは家の中で、大きなものにな
ると村人や観客までもが集まり、一大村祭
りの如く、夕方から朝まで行います。4 人ぐ
らいの悪魔祓い師が華麗な衣装を身にまと
い、踊ったり、太鼓を叩いたりして徹夜で
臨みます。悪魔祓い師に悪魔が憑依するク
ライマックスでは、患者が「全部私の悪い
ものを吸い取ってくれた」と気持ちが晴れ
やかになる人が多いように見受けられまし
た。

　お祓いがひと段落すると、悪魔が憑依し
たとされる悪魔祓い師による演芸会のよう
な催しが繰り広げられ、その場は笑いに包
まれます。場の雰囲気が明るくなったとこ
ろで、悪魔が「俺なしで幸せに暮らせよ」
と言い残して立ち去り、長時間続いた悪魔
祓いは終わりを迎えます。私は自分の著書
で、これは実は癒しなのではないかと記し
ました。

孤独と悪魔の眼差し

上田　どんな人たちに悪魔がつくのかと村
人に訊ねると『孤独な人に悪魔が憑き、悪
魔の眼差しが来るのだ』と答えます。この
孤独は物理的孤独ではなく、大勢の人の中
でも孤独になる社会的孤立を指しています。
　人間は孤独になったから病むというわけ
ではなく、孤独を病み自分ではどうするこ
ともできないという無力が加わることが、
一番人間の免疫力を下げると言われていま
す。人の中の孤独というものが実存的に最
も不幸な状態で、寄る辺がないということ
です。この村では、そんな時に悪魔が来て、
それに対し村人が結集し村ぐるみで楽しい
悪魔祓いをして、最後に笑い合って心も晴
れ元気になるのです。日本にはこのような
ものがあるだろうかと感じました。
　皆さんが毎日のように接する生活に困窮
する人たちも、何かのきっかけや理由があっ
たはずで、それを全て自己責任とする今日
の日本社会は少し冷たすぎるのではないで
しょうか。

迷惑をかけるということ

上田　最近の若者は自分が苦しいというこ
とを、人に話そうとしません。迷惑がかか
るという理由からです。迷惑には、かけて

東海学園大学
特命副学長・卓越教授

上田紀行

奥田　知志

一般社団法人生活困窮者
自立支援全国ネットワーク

代表理事
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それがとても不思議です。一方で、身分を
証明するものを押さえられ、親への危害と
引き換えに犯行を強要されると、迷惑をか
けたくないというネガティブなところで親
とのつながりを築いて挙句に凶行に及ぶ。
本来は逆でないといけないはずなのです。
奥田　親に迷惑をかけたくないと言いつつ、
結果、迷惑をかけるわけですが。
上田　最大限の迷惑です。今は、信頼感や
つながり感がとても大切で「あなたとつな
がっている。あなたの幸せを考えている。
苦しみは一緒に負っていきましょう」とはっ
きり明示して言わなければいけなくなりま
した。
奥田　困窮による経済構造的な問題と、誰
にも相談できていない、相談できないとい
う社会的構造が要因なのかもしれません。

孤独・孤立に挑む相談支援員

奥田　相談こそが生活困窮者自立支援制度
の一番の特徴です。相談支援員は孤独の部
分にどう伴走し、どう寄り添うか、何より
も一人にしないように、そして、この制度
の成り立ちの中で「断らない」という覚悟
で取り組んできました。上田さんのお話で
とても印象に残っているのが「孤独でない
人に悪魔の眼差しは来ない」という点です。
生活困窮者自立支援制度は孤独、孤立との
戦いであり、絶対にあなたのことを見捨て
ないという社会の一つの宣言だったのです。
上田　ケアする際や人を救う時は、自分を
後から支えてくれるものはとても重要です。
自分も弱いのだから苦しくなったら誰かに
相談しよう、そのくらい自らを開かないと
やっていけないと思います。
奥田　講演でもふれておられましたが、相
談支援員が『悪魔に眼差されない』ために、

どうすればいいのかということですね。
上田　多種多様な問題が次々と起こる中で、
微力ではあるけれど人生をかけて幸せの種
をまき、これ以上問題が悪化しないよう自
分がせき止めているのだ、という自負を持
つこと。そして、愚直にやっているところ
を子どもたちや周りの人に見てもらうこと
が重要です。一人で抱え込み苦しむ姿を誰
にも見せないという姿勢は良くありません。
一生懸命に取り組む姿をみんなに見せ、こ
んな私でもできるのだとアピールする。そ
のほうがポジティブだと思います。
奥田　この制度は、弱さというか人間の本
質を開示していく。一方で、そんな弱さを
持った人間が必死に生きている姿は何より
もすごい。私はその部分に価値をおきたい
と思っています。お時間がまいりました。
上田さん、今日はありがとうございました。
上田　ありがとうございました。

知っていますか？
改正生活困窮者自立支援法のポイント

登 壇 者

厚生労働省社会・援護局地域福祉課　生活困窮者自立支援室 室長

教授

教授

南　孝徳
新保美香
駒村康平

明治学院大学社会学部

慶應義塾大学経済学部

全体会
第２部
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　今回の改正で、努
力義務の就労準備支
援と家計改善支援の
二つは、審議のとき
には必須事業を目指
しましたが、難しかっ
た。 そ の 背 景 と、 今
後の方針を解説いた
だくと助かります。
　審議会は 2023 年の 12 月に一回閉じてい
ますが、そのときから心配になっていたの
は、福祉や道徳のことを考えずに経済だけ
を考えると害悪に、福祉や道徳だけで経済
の問題を考えないと夢物語になってしまう
わけです。物価や賃金が上がる中で人件費
の確保の必要がありますが、この制度では
報酬改定の仕組みがない。制度の充実とい
う点から厚労省が悩んでいる問題がありま
したらご説明いただければと思います。
南　見直しを検討する中で、就労準備支援
や家計改善支援は、事業を必須事業とする
かどうかの議論はありました。どちらの事
業も大体８割の自治体で実施していただい
ていますが、未実施の自治体の中には小規
模の自治体もあります。そうしたところが
事業をできるような支援が必要で、今回は
法律上の義務化は行わずに、家計改善支援
の国庫補助率を２分の１から３分の２に引
き上げ、全国的に実施できるように法改正
を行いました。
　この法律には施行後５年を経たときに見
直すという検討規定があります。それに向
けて全国でより多くの自治体に実施してい
ただけるように、都道府県とも協力しなが
ら広域的な支援を通じて実施をお願いし、
次の改正に向けて考えていきます。
　２点目の、物価が上がる中で民間の賃金

の上昇は報道等でも５％と出ています。ま
た、今年から医療も含めて介護や障害分野
の賃上げを念頭に報酬改定も行っています。
一方で困窮者支援事業は、今は自立支援事
業全体としてやっています。その中に人件
費をどう見込んでいくのかは考えていかな
ければいけない課題です。全体が賃金上昇
する中で、事業を担う皆さんの賃上げも当
然考えていかなければいけないので、しっ
かり受け止めて検討していきます。

生活困窮者自立支援と生活保護の一体的実施

新保美香　私は今回の改正法では主に二つ
とても大きなことがあったと思っています。　　
　一つは居住支援です。審議会の部会の議
論で居住支援がかなり具体化されました。
コロナ禍での課題解決に向けてつながりな
がら、大きく変わっていったと思います。
　二つ目は、生活困窮者自立支援制度と生
活保護制度を一体的に実施していくという
流れです。部会の議論の前に「論点整理の
ための検討会」があり、生活保護と困窮者
制度の支援について、多くの意見が出され
ました。それが部会の議論につながったと
思っています。
　その中で、一時生活支援事業が居住支援
事業へと名称を変えたことは、大きなこと
です。居住支援事業はこれからどのように
進められていくのでしょうか。
　そして、生活保護と生活困窮者自立支援
制度を一体的によりよく進めていくために、
ご説明をお願いします。
南　１つ目の居住支援について、今回の改
正で、厚労省と国交省が住宅セーフティネッ
ト法を共管し、法律が変わることで、われ
われも国交省と一緒にこの政策を進めてい
くし、自治体でも福祉部局と住宅部局が連

駒村康平　まずは、南室長から改正生活困
窮者自立支援法のポイントについてお話し
いただきます。

改正の背景

南孝徳　今回の制度改
正は、大きく二つの課
題への対応で見直しを
行っています。まず一
つ目は、新型コロナの
影響で、困窮者支援で
受け付けた相談、個人
向けの緊急小口資金の
貸し付け、住居確保給
付金など、かなり多くの件数がありました。
これらは一定程度の効果はありましたが、
人とのつながり、社会とのつながりが薄く
なる中で、複合的な課題も顕在化しました。
　もう一つの課題は、高齢者人口が増え、
全体の人口自体は減っていく中での「住ま
い支援」です。単身高齢者世帯は増加し、
2050 年には２割を超える見通しです。持ち
家率も減り、住まいの支援を福祉の中で対
応する必要がありました。

居住支援の強化

南　改正では、住まいの支援が生活の安定
につながるため、居住支援を強化し、自立
相談支援の役割として明確化する。つまり、
全国どこの自立相談支援事業でも住まい支
援を受け止めることを明確にしました。
　併せて居住支援では、もともと一時生活
支援事業でシェルター事業と見守り事業が
ありましたが、地域で住まいを見つけた後
の居住の安定を両輪で進めていくことを明
確化するために、「一時生活支援事業」を「居
住支援事業」に改め、シェルター事業と地

域居住支援事業と見守りの事業を自治体の
努力義務という形に見直しています。
　居住支援のもう１つの強化は、住居確保
給付金を拡充して、生活を安定させるため
に家賃の低廉な住宅への転居の初期費用の
補助を盛り込んでいます。

複合的な課題への対応

南　そして、複合課題への対応としては、
個別の事案を関係機関と議論する支援会議
の設置を努力義務とします。
　就労準備支援・家計改善支援の全国的な
実施の推進と質の向上は、努力義務として
全国で実施できるように体制を整えます。
自立相談支援に併せて、就労準備支援・家
計改善支援の事業を一体的に行い、より効
果的な事業にしていくことを法律で原則に
しました。
　生活困窮者自立支援制度の就労準備支援・
家計改善支援・居住支援については被保護
者も対象に、一体で実施できるという仕組
みを創設しました。
　最後に、生活保護世帯の高卒就職者等へ
の新生活立ち上げ費用の支給です。中学も
含む高等学校等の卒業者に、就職に向けて
自立する場合に現在の大学卒業者と同様に
一時金を支給する仕組みを創設して、自立
を支援するという見直しを行っています。

制度の充実のためのポイントとは

駒村　ありがとうございました。
　住宅政策は、貧困・格差の問題、未婚率
の上昇で、家を持つチャンスが制限され、
これから問題は極めて大きくなります。厚
生労働省と国土交通省が連携して社会保障
政策に住宅政策を本格的に組み入れてきた
ことは非常に意義のあることです。

慶應義塾大学
経済学部　教授
駒村康平

厚生労働省社会・援護局地域福祉
課　生活困窮者自立支援室　室長

南　孝徳

全体会　第2部
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国会議員からのエール

国会議員からのエール国会議員からのエール

　改正生活困窮者自立支援法が成立しました。本格施行に向け、実践的かつ
円滑に運用される制度となるよう忌憚のないご意見、ご要望をいただければ
幸いです。生活に困窮する方々の事情は千差万別で、当事者が抱える課題の
多様化、複雑化に伴い、それと向き合う支援者の役割がますます重要になっ
てきています。支援者の皆さまがより一層ご活躍いただくことのできる環境
づくりに向けて、今後とも全力を尽くしてまいる所存です。

自由民主党　衆議院議員　大串 正樹

　先の国会において生活困窮者自立支援法の改正が実現し、次の 10 年に向
けて新たな一歩を踏み出しました。今回の法改正の最大のポイントは居住支
援であり、住宅セーフティネット改正と合わせて着実に進めてまいります。
生活困窮者自立支援制度は私のライフワークです。この制度をベースとしな
がら、単身高齢者等身寄りのない方々への支援、こどもや若者に対する支援、
孤独・孤立対策などに取り組むとともに、この制度を多くの方々に知ってい
ただき、利用していただけるようにしてまいります。

公明党　山本 香苗

　生活困窮者自立支援制度が立ち上がって 10 年。今回の法改正も含め、ま
だ不十分な部分が多く、現場の皆さんの頑張りに応えきれておりません。今
後の決意を含め問題提起させていただきます。困窮状態の若者や単身高齢者
を出さない社会制度の再構築、皆さんが安定的にキャリア形成できる処遇改
善と体制強化、安定した制度運営と拡充に向けた予算確保。この 3 点を実
現し関係者の努力に政治が応えられるよう努めてまいります。

立憲民主党　参議院議員　石橋 通宏

携をして取り組むことが必要になってきま
す。住まいを確保しながら地域で安心して
生活できる支援が期待できる事業ですので、
広げていけるように努力していきます。
　２つ目の、生活保護と生活困窮を一体的
に実施することで、保護の人でも一連の就
労準備支援や家計改善支援を受けてもらい、
広げていこうと思っています。自治体の事
業の特性もありますので、保護の機関と困
窮の担当が相談しながら実施していただく
ことを期待しています。

制度のこれからを考える

駒村　私は今、認知機能が低下した高齢者
の経済活動をどう支えるのかを研究してい
ます。孤立・孤独の認知機能の低下が始まっ
た人を狙った経済トラブルが増えています。
これから 2040 年にかけて高齢者が 4000
万人、75 歳以上はそのうち 2500 万人いま
す。これからは、身寄りが本当にいない単
身のまま高齢になった人が増えていくだろ
う。そして毎年 170 万人近い人が亡くなっ
ていく。認知機能が低下し、孤独・孤立の
まま亡くなっていく人が増えていきます。
　「生・病・老・死」という四つの苦のうち
の三つぐらいまでは社会保障をやってきま
したけれども、死の部分の道筋を支えなけ
ればいけない時代になってきているわけで
す。一方では生活保護との一体的な部分も
ある。一方では３条をめぐる「経済困窮」
という言葉をいつまでも残していていいの
か。これからどんどん広がってくる曖昧な
複合的な問題に対応できるのはこの制度し
かないのではないか。今後の５年見直しの、
あるいはもう少し何回かやらないと進まな
い問題かもしれません。

新保　制度が始まって 10 年経つと、今やっ
ていることがこの制
度・事業のスタンダー
ドなのかと思ってしま
うことがあります。そ
れぞれ尊厳の保持・確
保、それを通じた地域
づくりを目指していく
という理念の下で、自
分たちが本来の事業の
あるべき姿を目指して

いるかをお互いに確認しながら進んでいけ
るといいと思います。
南　生活困窮者自立支援制度は外縁が広い、
受け止める包容力がある制度です。そこを
生かしながら、自立相談支援機関を含めて
この事業を担っていただく皆さまのご協力
はこれからも不可欠です。
　併せて、「闇バイト」のような問題が困
窮の支援、あるいは自立相談につながって
いればそこまでいかなかったかもしれない。
われわれとしても、やらなければいけない
ことはあると思います。
　次の見直しに向けては、必須事業の課題
を整理していく必要はありますが、「地域共
生社会の在り方検討会議」では身寄りのな
い人の問題への対応も議論を進めています。
これからも議論を深めて、５年後の見直し
も含めてさらに強化できるようにやってい
きたいと思います。
駒村　以上でこのセッションを終わらせて
いただきます。どうもありがとうございま
した。

明治学院大学社会学
教授

新保美香
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こどもと家族の今とこれから
困窮者支援から見る少子化対策

登 壇 者

全体会
第３部

日本女子大学人間社会学部 教授

事務局長

理事

周　燕飛
鈴木晶子
松田妙子

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

知事

企画課長

阿部守一
本後　健

一般社団法人生活困窮者
自立支援全国ネットワーク
（中央大学法学部　教授）

顧問 宮本太郎

コ ー デ ィ ネ ー タ ー

認定NPO法人フリースペースたまりば

NPO法人子育てひろば全国連絡協議会
（NPO法人せたがや子育てネット　代表理事）
長野県

宮本太郎　少子化の要因は、若い世代に十
分な所得がなく、結婚
したくてもできない、
子どもをもつ夢が叶わ
ないことだと言われま
すが、これまで少子化
対策と困窮者支援はう
ま く つ な が っ て い な
かったと思います。そ
こで、稼ぎ手の支援、
子育ての支援、子ども
自身への支援という三

重の支援が必要になります。
　稼ぎ手の支援の議論は本日十分扱えない
と思いますので、私から一言だけ申し添え
ます。国の「こども未来戦略」は、若い世
代への経済的支援の切り札として「三位一
体の労働市場改革」を掲げていますが、こ
れだけでは決して十分とは言えません。地
域密着型の人的な投資で、地域の中でみん
なが稼げる基盤をつくることが問われてい
ます。周先生から口火を切っていただきま
す。

若者の経済的不安の解消を

周燕飛　少子化対策こそが、困窮者対策だ
と思います。少子化の根本的な原因は、子
育ての便益の低下と、子育て費用の上昇で
す。そのために、さまざまな施策はいかに
便益を高めて費用を減らすかという方向で
動かなければいけません。
　子育てによって得られる喜びや幸せ、い
わゆる「消費効用」は、横ばい、もしくは
低下しています。課題として、最近の若者
たちは育児の喜びや幸せを共感しづらくな
り、強い経済的不安から子育てに踏み切れ
ません。
　子育て費用には、「直接費用」と「間接費

用」があります。直接
費用は、養育費や教育
費を指し、子どもを成
人まで育てるのに１人
当たり 2,000 ～ 3,000
万円かかるという試算
結果があります。近年、
幼児医療費や教育費の
無償化が進んでいるに
もかかわらず、直接費
用が上昇し続けている
背景には、受験熱による教育費の高騰があ
ります。日本は総所得に占める子育て費用
の割合が極めて高く、生活を圧迫していま
す。
　「間接費用」は子育てをするために諦めな
ければいけない収入のことで、逸失所得と
も呼ばれます。女性の高学歴化や女性の賃
金の上昇によって、間接費用も上昇し続け
ています。大卒女性の場合、正社員として
働き続ける女性に比べて、子育てのために
10 年ほど専業主婦になった場合の損失は約
２億円です。ここが子育て費用の本丸です。
配偶者控除や第３号被保険者制度などの制
度的罠によって、働き続けるコースよりも
専業主婦コースを選ぶように誘発されてい
ます。パート主婦の時給は上がり続けてい
ますが、約６割が年収 103 万円以内で働き、
平均年収は横ばいです。
　パート主婦の多くは、子どもを保育園に
入れるよりも自分で育てるほうがよいと考
えています。しかし、東京都立大学の調査
によると、困窮世帯の子どものうち保育園
を利用したことがある子どものほうが、中
学校・高校入学時の学業成績や健康状態が
優れているという結果が出ています。子ど
もの視点から見ても、保育園に預けて親は
働いたほうがよいと言えます。このような
制度的罠を取っ払い、誰でも保育園を利用

一般社団法人生活困窮者
自立支援全国ネットワーク

顧問
宮本太郎

日本女子大学人間社
会学部

教授

周　燕飛

全体会　第3部
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でき、就労し続けられるような社会環境の
整備が必要です。まずは若者の漠然とした
経済的不安感を解消し、低所得層の賃上げ
政策や逸失所得の回避が求められます。

子どもへのケアが、親の仕事を支える

鈴木晶子　経済的困難を抱える親御さんや
子ども・若者と日々過ごしています。
　フードパントリーを利用するシングルマ
ザーは、フルタイムで働いている人が多く、
食べ物が買えないほどお金がないわけでは
ありません。でも、現代は子どもが当たり
前に暮らすためにはお金がかかります。食
費が少しでも減れば、その分子どもの習い
ごとや塾、お出かけ、スマートフォンをも
つことにお金をかけられます。それでもな
お、家に勉強机がない、遠出の外出をした
ことがないなど、外から見えない部分や非
日常には手が回っていないのが現実です。
　親が一人で経済的にぎりぎりの中で子育
てをしているため、不登校、子どもの心身
の不調、発達障害、問題行動と学校や地域
で言われてしまう行為、親の健康・労働問
題などの「何かが起こる」と対応ができな
くなります。
　例えば、不登校になると、通学すれば給
付される現金・現物が出なくなります。給
食が出ませんし、郊外活動には就学援助が
出ますが、プライベートの外出には費用が
出ません。教育委員会が不登校対策で取り
組む教育支援センターが合わない子どもは、
民間のフリースクールを頼ることになりま
す。東京都のフリースクールの月謝は平均
４万 3,000 円です。親が仕事を続けるには
放課後のケアも必要です。放課後児童クラ
ブは、半分以上が学校の敷地内にあって通
うにはハードルが高く、習い事付きや送迎
付きの民間学童に頼ると、月謝は全国平均

月４万 6,000 円です。
つまり、月９万円のお
金が出せないと乗り切
れません。不登校等の
全国ネットワークの調
査では、不登校になっ
た 家 庭 の 91.5 ％ で 支
出が増え、32％で収入
が減り、69.8％が働き
方を変えているという
結果が出ています。
　子ども食堂等に寄せられる困りごとを調
査した際、「病気や健康、障害のこと」「収入・
生活費のこと」に加え、「家族関係」「子育て・
介護」「不登校・ひきこもり」など、家庭内・
ケアに関わる相談が多いことがわかりまし
た。家庭内・ケアに関する項目は、生活困
窮者自立相談支援事業の相談内容の集計で、
主要なトピックに入っていません。なぜで
しょう。ケアは仕事を支える重要な部分で
あるという認識が、この制度に関わる人た
ちの中で弱いのではないかという気もして
きます。
　次に、困窮世帯に育った若者たちを見て
いると、結婚しない・子どもを持たないと
考える人と、早すぎる妊娠・出産をする人
の二極化があります。誰もが子育ての喜び
を感じられる地域・社会になったらいいな
と思っています。
　最後に、条件の整った人だけを支援する
のが少子化対策なのでしょうか、と問いた
いと思います。子どもの貧困は 11.5％。若
者の 20％が非正規雇用で、５％が完全失業
者・無業者です。25％、４人に１人は子ど
もをもつということから遠いことでよいの
でしょうか。

子育ての一歩を地域で支える

松田妙子　東京都世田谷区で、子どもを地
域で一緒に育てるということをしてきたお
ばちゃんです。「子どもを一人育てるのに村
中の知恵と力が必要」
というアフリカのこと
わざがあります。子育
ては「大玉おくり」で
す。子どもや家庭とい
う大玉は、地域のみん
なに下支えされ守られ
ていくものであり、地
域そのものです。
私たちは、困ってから
救命浮き輪を投げ入れ
る社会ではなく、すべ
ての人に予防のライフジャケットが配られ
るような安心の社会を目指したい。ライト
が当たっていない人はなかったことにされ
やすく、見えていない自分たちの立ち位置
から問わなければいけません。
　子ども分野の支援は、自治体ガチャで、
住んだところでまったく違います。一番の
運営主体は、国や都道府県ではなく自治体
ですが、自治体が地域の子どもたちを一緒
に大玉おくりしていくときに、浮き輪であ
る制度・サービスが乏しすぎると私は思い
ます。特に生まれたとき、産前産後、保育
園などを利用せず所属のない時期は寄る辺
なくて、放っておかれたり、気づいてもら
えなかったりします。それは支援が豪華客
船すぎて、救助が間に合わないのです。もっ
と小舟で救出にこぎ出す必要があります。
地域の私たちは、浮輪をつくり投げ入れる
ことはできなくても、ライフジャケットを
配ることはできます。まさに予防のところ
を、浮輪を投げてくれる人たちと手をつな
いで取り組む必要性を感じています。
　2023 年に閣議決定された、幼児期までの
こどもの育ちに係る基本的なビジョン（は

じめの 100 か月の育ちビジョン）は、子ど
もの権利と尊厳を守るのはもちろん、「安心
と挑戦の循環を通してこどものウェルビー
イングを高める」を掲げています。そのた
めに、「アタッチメント（愛着）」と、土台
となる「遊びと体験」が不可欠です。子ど
もが安心して表現してよいことを約束でき
る大人になっていくことが、地域の子育て
のバックアップだと思います。
　ビジョンには「こどもの育ちを支える環
境や社会の厚みを増す」とも書いてありま
す。私たちは決壊のほころびを繕い続けて
きたけれども、それを上回るスピードで、
地域の生活がヒリヒリしています。子ども
をまんなかにして、大人たちがつながり、
厚みを増すことが大事です。
　びっくりする調査結果として、「悩みを誰
にも相談しないと決めている」日本男性は
29 歳ぐらいで 35％に達しています。「相談
相手は誰か」という設問では、「家族・親族」
が９割を超えています。つまり、相談相手
はパートナーで、ほかの誰にも悩みを相談
しないと決めているので、二人でやってい
くしかないと思い込んでいるのが心配です。
誰にも悩みを相談しないと決めている人に
は、相談窓口を用意するだけでなく、困る
前から一緒に心配ごとを話せるような場を
地域につくっていくことが大切です。
宮本　ここまでのお三方の議論に対応する
国の施策のあり方について、本後さんから
個人的な見解をいただき、その後、自治体
の立場から阿部知事にお話をいただきます。

若い世代の描くライフデザインを考える

本後健　本日は第 11 回大会ですが、第２回、
第３回、第４回大会は生活困窮者自立支援
室長として登壇させていただきました。前
職はこども家庭庁にいましたので、子ども・

全体会　第3部

認定NPO法人フリー
スペースたまりば

事務局長

鈴木晶子
NPO 法人子育てひろば全

国連絡協議会
（NPO 法人せたがや子育

てネット　代表理事）
理事

松田妙子
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子育てに関する制度改正の取り組みもご紹
介したいと思います。
　こども未来戦略として、所得を増やすた
めに、児童手当が高校生がいる世帯には
１万円、第３子は３万円出るようになりま
した。また、切れ目なくすべての子育て世
帯を支援するために、育児休業中や保育所
等に通っていない家庭が通える場「こども
誰でも通園制度（仮称）」を再来年から全国
で始める仕組みをつくっています。先ほど
の松田さんの言葉を借りると、すべての子
育て世帯にライフジャケットを配り、身の
丈に合ったライトや舟をつくるという施策
を両方セットで取り組んでいるのが今回の
見直しです。
　こども家庭庁の子ども・若者の意識調査
では、「今の自分自身に満足している」「今
の自分が好き」と回答した比率が、諸外国
に比べて日本は低いです。ただ、年次比較
で見ると、５年前と比べて少し上がってい
ます。「結婚をしている」「子どもを育てて
いる」人の割合は５年前より減っています。
　また、若い世代の描くライフデザインを
考える研究会を開き、若い世代が受けた環
境要因を、背景に立ち返って理解しようと
いうことで報告書にまとめました。若い世
代は、元気な社会を経験していない。与え
られた収入の中でどうやりくりするかを考
えている。リーマンショック、東日本大震
災など数々の危機を目の当たりにし、リス
クとは基本的に付き合っていかなければい
けないという、将来の不安に備える意識が
非常に強い。社会的に正解とされる生き方
がなくなり、親の世代から「結婚しないの？」

「子どもはどうしたの？」と言われることに
対しては、アンコンシャス・バイアス（無
意識の思い込み）だという思いがある。自
分なりに納得し、自分の人生に対する「解
像度」を高めたいと考える世代なのではな

いか、とまとめていま
す。
　その上で、どういう
生き方や見通しを立て
ていくのか、ライフデ
ザインが大事になりま
す。 ど ん な 選 択 肢 が
あって、どんなサポー
トがあるのかという知
識をどう身につけてい
く の か、 実 際 に 体 験
して得られる実感が重要ではないかと報告
書にまとめてあります。これは、生活困窮
者支援にとてもつながると感じました。つ
ながりの孤立という中で相談窓口に来てみ
たら、「働くことに関してはこんな選択肢が
あるよ」とか、家計改善支援を受ける中で、
こういう生活しかできないと思っていたら、

「こういう支出・収入のあり方があるよ」と
伝えられることは意味があります。誰もが
どこでも伴走支援を受けることができるあ
り方を目指していけるとよいと思います。

国・都道府県・市町村の役割を考え直す

阿部守一　生活困窮者自立支援全国ネット
ワークの代表理事を奥田さん、新保さんと
一緒に務めさせていただくことになりまし
た。
　私の立場でいつも非常に悩ましく思うの
は、限られた財源の中で優先順位をつける
選択を常に迫られることです。
　長野県では、例えば、子どもの医療費助
成は所得制限なしでやっています。こうい
うナショナルミニマムになっているような
ものは、ぜひ国の制度にしてもらいたいと
ずっと厚生労働省にお願いしています。子
育て支援がこれだけ重要だと言われている
ときに、住む場所によって違っていて本当

全体会　第3部

によいのか、国でやる
べきことと自治体の独
自施策でやるべきとこ
ろを考えてもらう必要
があります。
　生活困窮者支援施策
においては、市町村や
県 社 協 と 一 緒 に な っ
て「信州パーソナルサ
ポート事業」に取り組
んでいます。長野県の特色は、県と市の生
活就労支援センターに「まいさぽ」という
同じ名前を付けて、連携・協力する体制を
とっていることです。
　子ども・子育て支援はどうしても市町村
の役割が大きいので、県が直接というより
は市町村に交付金を出して、自由度高く取
り組んでもらっています。保育料の負担軽
減については、低所得者に手厚くして、第
１子は半額、第２子から無償化、少し所得
が高い人は支援対象を減らしています。
　また、長野県では、民間有識者で立ち上
げた人口戦略会議において、人口戦略を独
自に策定中です。既に人口減少は始まって
いて、一定程度結婚をする人や子どもを産
む人が増えても、人口減少は当面止まりま
せん。そうなると、人口減少社会に適合し
た社会システムをつくっていくことが必要
です。そして、結婚したくなる、子どもを
生みたくなる社会にしていかなければいけ
ません。人権が尊重され、自分らしく活躍
できる地域・職場を目指すことが、結果と
して若い人や女性が生きやすい社会になる
のではないかと考えます。まだ検討中です
ので、若干章立ても変えて具体化していこ
うと思いますが、こうした取り組みは決し
て行政だけではできません。県民の皆さん
と一緒に、問題意識と方向性を共有しなが
ら取り組んでいく必要があります。

問題提起とこれから

宮本　最後に皆さんから、問題提起とコメ
ントをいただければと思います。
周　比較的すぐ取り組みやすい施策２点に
ふれたいと思います。
　一つ目に、子育て費用の不確実性を減ら
すような施策に取り組んでほしいと思いま
す。例えば節約版の子育て、一般の子育て、
ぜいたくな子育て等のさまざまなシナリオ
を提示して、AI によって各費用のシミュレー
ションができるポータルサイトができると、
自分なりの子育ての費用が見積もれます。
万が一自分が経済的に困ったら頼れる制度
があるという見通しも立てることができ、
子育てに踏み切りやすいと思います。
　もう一つは、低所得層の賃上げです。宮
本先生がおっしゃった三位一体の労働市場
改革、その中のリスキリングのために、政
府がたくさんの就業支援政策、職業訓練な
どの制度を提供していますが、必ずしも賃
上げにつながっていません。シングルマザー
向けの高等職業訓練促進給付金事業の効果
を調べたところ、資格を取得できずに途中
で脱退する人が 15％程度いることや、資格
を取得したにもかかわらず仕事に生かせな
かった人がかなりの割合いることがわかっ
ています。その原因として、資格を取得す
る際に職業カウンセリングを受けず、自分
が住んでいる地域にそもそも仕事がないよ
うな資格を取得するケースがありました。
地元の労働市場を調べて、こういう資格を
持っていれば仕事につながるという就業支
援が重要です。
鈴木　過剰に市場化した子育てのあり方を
どう考えていくのかという全体的な議論が
必要です。低所得者に手厚くと思う一方で、
地域の子育てに関わる居場所や学校以外の

厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部

企画課長

本後　健

長野県
知事

阿部守一
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学び・体験の機会、そもそもの教育の水準
の高さを整えることで、民間事業者にお金
を投じなくてもよい安心をつくっていかな
ければならないのではないかと思います。
　求める場や教育について親とは乖離（か
いり）した意識をもつ子ども・若者がいる
一方、子どものうちからお金を稼ぐことに
対する強固な価値がありすぎる面もありま
す。最低限のお金は必要ですが、お金をか
けすぎずない社会のあり方、価値観をどう
やって子ども・若者たちはつくっていける
のか、考えていかなければいけないと思い
ます。
松田　この間、若くて頑張っているママが

「都営アパートが当たった」のに、「ガスを
付けなければいけなくなって６万円かかる」
としょんぼりしていました。住宅施策に本
腰を入れるという時にちぐはぐだなと思っ
ていて、横串を刺して一緒に考えるべきで
す。こういうエピソードは地域にたくさん
転がっています。私たちはそれを自分たち
で何とかしてあげたいと思ってしまうけれ
ども、何とかする制度・サービスづくりに
つなげないと、いつまでたってもこういう
人たちが出てしまうんだなと思ったエピ
ソードでした。皆さんとタッグを組みたい
なと期待しています。
本後　皆さんのお話を聞いて、セットで考
えていかなければいけないとあらためて思
います。
　周先生のお話にあった、どういう生き方
や支援があるのかという情報を伝えること
は重要で、私も意識してこれから考えてい
きたいと思います。
　鈴木さんや松田さんのお話からは、安心
と挑戦の好循環として、転ぶかもしれない
けれど小さな挑戦ができるように地域で背
中を押すことの大切さを感じました。そん
な関係性をつくることは、困窮制度で取り

組んできましたし、安心と挑戦の好循環は
あらゆる人に必要かもしれないと思いまし
た。
　阿部知事からは子ども医療費の話をいた
だきました。子どもに関して大きな制度改
革をしましたが、子育て、少子化、若い人
たちの支援等、まだこれからだと強く感じ
ましたので、私もそれに関わった一員とし
てしっかりと考えていきたいと思います。
阿部　周さんからお話のあった子育て費用
の軽減と低所得層の賃上げは、ご指摘のと
おり人口減少の観点でも、生活困窮家庭を
応援する観点でも重要です。長野県は来年
度に向けて子育て支援を強化しようと検討
しています。また、賃上げをして人手を確
保しなければいけないと思う経済界の人も
増えていますので、対話をしながら取り組
んでいきたいと思います。
　松田さんのお話にあった横串のちぐはぐ
さは、国・都道府県・市町村の役割分担の
最適化が求められます。また、全国知事会
として、人口減少に取り組むために、縦割
りを超えて全体を俯瞰して人口戦略を考え
る組織が必要だと要望しています。
　鈴木さんのお話からは、今の画一・一斉
の教育に対するアンチテーゼとして、長野
県に教育移住・山村留学をする人が多いの
だろうと思いました。一人ひとりの子ども
に合った教育を目指して、信州型フリース
クール認証制度や、野原で子どもが育つ信
州型自然保育認定制度に取り組んでいます
が、その延長で義務教育の本丸に踏み込み
たいと思っています。
宮本　ありがとうございました。５人のパ
ネラーの皆さんに感謝の意を表したいと思
います。

分科会レポート分科会レポート

1分科会

2分科会

3

4

分科会

分科会

5分科会

6分科会

7分科会

8分科会

支援者支援の必要性を考える
―愛知の実践者の語りを中心に―

（支援者支援）

改めて考える生活困窮者自立支援制度で
子ども・若者にどう支援できるのか？

（子ども若者支援）

就労訓練事業を切り口に
就労支援の質を高める

（就労支援）

外国にルーツのある住民とともに
―ニーズとこれからの支援

（外国人支援）

施策・制度に向き合う自治体職員が描く
「フォーマルな連携」づくり

（自治体連携）

包括的支援体制における生活困窮者
自立相談支援機関の役割とは

（包括支援）

法改正に伴う居住支援のこれから―
『居住サポート住宅』の実現に向けて

（居住支援）

高齢者支援における家計改善支援事業が
果たすべき役割や機能を考える

（家計改善支援）

9分科会
包括的支援と災害ケースマネジメント
―フェーズフリーな福祉へ―

（防災・災害対応）
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（支援者支援）（支援者支援）
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支援者支援の必要性を考える
―愛知の実践者の語りを中心に―

2024年11月10日（日）10:00～12:00
■ パネラー
一般社団法人北海道ねっとわーく
理事

佐渡　洋子

一般社団法人愛知県社会福祉士会　生活支援相談ほっとセンター
生活困窮者自立支援制度従事者養成研修委員会　委員

高橋　知己

春日井市健康福祉部地域共生推進課
課長

長坂　匡哲
半田市社会福祉協議会事務局
次長

前山　憲一

■ コメンテーター
厚生労働省社会・援護局　
地域福祉課生活困窮者自立支援室　就労支援専門官

鈴木　由美

日本福祉大学
学長

原田　正樹

■ コーディネーター
NPO法人知多地域権利擁護支援センター
理事長

今井　友乃

　北海道生活困窮者支援ネットワーク「どう
ねっと」は官民連携の支援者ネットワークで、
2023 年 10 月に設立した。情報交換会、情報
発信、オープンチャットのほか、自主事業で
初任者研修を行うなどしている。
　支援者支援では一人で悩まないための場所
が大事だと思っている。特に負担がかかるの
が緊急時で、そこを支える仕組みも必要だ。
地域づくりのスキルは中間支援に近いものが
あり、それらをお互いに支え合える仕組みに
できるといいのではないかと思っている。
　多分野連携の課題としては、困窮者支援分
野ではない人たちのメリット感や、事務局運
営費の確保などがあげられる。地域の中で支
援者を支援する仕組みをゼロからつくるのは

大変だが、既にやっているところがあるので、
このような場をきっかけに支え合える仕組み
が全国に広がっていくといいと思う。　

一般社団法人愛知県社会福祉士会　
生活支援相談ほっとセンター

　「生活支援相談ほっとセンター」は相談支
援を細々と続けながら、人材育成、自殺対策
や生活 困窮者自立支援制度の従事者養成研
修などを行っている。研修は研修企画チーム
に現任の従事者が入り、原理原則にプラス
して現場でリアルに困っていることを取り入
れている。 新任者向け研修や職種別研修で
も困りごとの事例を出してもらっている。事
例検討では、 課題が多くどこから手を付けた
らよいかわからない、本人に課題解決のモチ
ベーションがない等を難しいと相談支援員等

が感じていることがわかった。自分の事業所
で相談できればいいが、皆さん忙しいので研
修の中で深められるようサポートしている。
ネットワークがあって多機関・多職種の支援
者がつながっても、歩調を合わせることがな
かなかできない状況にあることが課題だ。職
種による特徴や領域の特徴を認識した上で調
整をする役割の人が必要だと感じている。

春日井市健康福祉部地域共生推進課
　　

　行政の縦割りの問題がよく言われるが、住
民の生活は制度や分野で区分けされていな
い。大切なことは、自治体職員や相談支援機
関の支援者が、分野や制度を越えて、地域住
民との連携・協働を含めて地域の視点で考え
柔軟に対応していくことだ。
　多職種・多機関連携には三つのレベルがあ
る。ミクロレベルは個別課題を解決するチー
ムをいかにつくるか。メゾレベルは支援機関
の連携や協働、それを所属機関に還元するこ
と。マクロレベルでは地域課題の発見、資源
開発、地域のネットワークづくりから行政へ
の政策提言などだ。個別事例の解決で終わる
のではなくて、問題が発生する背景や地域で
共通する課題を見つけて、予防的アプローチ
をしていくことが必要であり、支援会議を通
じて地域の多様な関係者と連携しながら包括
的な支援体制をつくることが大切である。

半田市社会福祉協議会
　　　

　半田市福祉丸ごと会議「ふくまる会議」は、
生活困窮者自立支援調整会議及び重層的支
援体制整備事業における重層的支援会議とし
て、月１回定期的に開いている。「支援会議」
は支援困難事例の人が中心のケース会議で、

「個別支援会議」から多職種連携が必要なケー
スが支援会議に上がってくる。本人も困って
いるが、支援者も困っているケースを支援会
議で情報共有して支援を考える仕組みになっ

ている。
　相談につながりにくいケースに気づく仕組
みとしては「ふくし相談窓口」がある。居宅
介護支援事業所や就労支援 B 型事業所、学
童保育などが看板をあげてどんな相談でも受
けるという仕組みだ。個々の事例検討を丁寧
におこなうと、その問題の背景に社会の課題、
地域課題が見えてくる。結果的に社会資源が
増えていくことが、支援者の支援につながる
のではないかと考えている。

まとめ
　　　　　　　

　コメンテーターの鈴木由美さんから、昨年
から国の予算に研修の企画チームの立ち上げ
や、支援者支援の組織化の事務局費を補助す
る仕組みがつくられているという紹介があっ
た。２分の１補助なので自治体を絡めながら
支援者支援の必要性を現場からあげてほしい
という話があった。また、支援員のバーンア
ウトやメンタルダウンでの離職率の高さにお
いて、処遇の問題も考えていく必要があると
コメントがあった。
　原田正樹さんは、生活困窮者支援での支援
者支援について「従来の専門性をどう高める
かというだけではないものが求められてきて
いる。それが各地で今いろいろな形で動き始
めている」とし、以下の８点をまとめた。
１．支援者の孤立の問題
２．支援者のニーズとは
３．支援者の雇用や労働環境について
４．支援者支援のレベル感やエリア感
５．支援者支援のための公的な役割
６．ネットワークのつくり方
７．地域づくりやまちづくりに支援者支援の　
　ネットワークがつながっていく可能性
８．対象者、地域の人たちとの関わり
　そして、これらを皆さんと一緒に考えなが
ら、あらためて支援者支援について大切に深
めていきたいと結んだ。

生活困窮者のニーズは多様で、支援の幅も多岐にわたっている。求められることは地域の社会資源に
よっても異なるが、支援者個々にゆだねるのではなく、支援者を支援するネットワークや仕組みが重要だ。
前回大会から継承し、支援者支援の必要性が全国に広がることを目指してテーマが掘り下げられた。

一般社団法人北海道ねっとわーく
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（子ども若者支援）（子ども若者支援）
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改めて考える生活困窮者自立支援制度で
子ども・若者にどう支援できるのか？

2024年11月10日（日）10:00～12:00
■ 登壇者
公益財団法人あすのば
代表理事

小河 光治

認定NPO法人スチューデント・
サポート・フェイス　代表理事

谷口 仁史

一宮市教育委員会
スクールソーシャルワーカー

沖田 昌紀

厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室
生活保護自立助長専門官

小野 武弘
■ コメンテーター

認定NPO法人フリースペースたまりば
事務局長／理事

鈴木 晶子
■ コーディネーター

子ども・若者の貧困支援にはさまざまな関連施策や多種多様な取り組みがあり、生活困窮者自立支
援制度においては、他の制度や多様な地域資源と連携する必要があるといわれてきた。本分科会では
多様な立場の登壇者の知見や実践から、あらためて困窮者自立支援制度で何ができるのかを考えた。

　学校のなかで、生活困窮は、服装の汚れ、
集金滞納という形で表出する。また生活困窮
により本人や家族がパワーを失い、それが不
登校や遅刻という形で見えてくる。このとき、
表出する服装の汚れや遅刻だけに目が行くこ
とで本人や家族の「だらしなさ」というレッ
テルや、指導の対象となってしまう。結果、
困窮が見えなくなってしまうと考える。
　スクールソーシャルワーカーが関わった子
どものなかで、本人が「人の役に立ちたい」
と言ってくれたことから、子ども食堂のボラ
ンティアに携わったケースがある。そこでの
経験が本人を変容させ、本人の変化が学校や
家庭を変えることにもつながった。生活困窮
支援は制度につないでお金の援助をするだけ

でなく、場の力、経験も大事であることをこ
のケースを通して考えた。
　スクールソーシャルワーカーは、行動や表
出された課題の裏にある、生活困窮という課
題を見据え、その改善を目指すこと、生活困
窮によって剥奪されたパワーを再び取り戻す
ことができるような働きかけを、子どもと子
どもを取り巻くみんなと取り組んでいく。　

認定 NPO 法人スチューデント・サポート・フェイス
　　　　　

　佐賀県でアウトリーチを基軸に、社会的孤
立に係る相談サービスのワンストップ化を進
めている。子ども・若者育成支援推進法、生
活困窮者自立支援事業に係るセンターや支
援機関などと、当法人が受け皿となることに
よって一元化を図り、多職種連携・多機関連
携を行える支援機能の強化を図っている。

　アウトリーチは、徹底的に事前準備をする。
過去に専門家や機関の関与を受けていてもう
まくいっていないことがあり、そうしたこと
を聞いて、同じ轍は踏まないように関わる必
要がある。そのためにも情報共有の仕組みを
整える必要がある。
　生活困窮者自立支援事業は社会的孤立に着
眼し法改正の中に明記されたことに大きな意
味がある。アウトリーチと伴走型支援から見
えてくるものは今の社会の課題で、当事者が
どう解決すべきかのヒントを与えてくれる。
　佐賀には東京などから規模の大きい NPO
が誘致されてきている。地元にとっては脅威
になりうるが、車やスマートフォンなどの貸
し出し、家計改善に自立支援を並行して行え
る枠組みなど、連携協定の締結により、「協
働」できる仕組みに変えることで、さまざま
な機関や団体との協働がスケールメリットを
生む。現場の工夫でお金をかけなくてもでき
る部分があるし、お金が必要であればクラウ
ドファンディングなども活用しながらつくる
ことができる。そうした連携が、よりよい地
域づくりにもつながるだろう。

公益財団法人あすのば

　当団体は国や議員に対して、公助によっ
て子どもの貧困をなくす制度の拡充を働きか
けている。全国キャラバンやブロックごとの
フォーラム事業を行い、地域の皆さんと子ど
もたちの課題を考え、それを永田町や霞が関
に提言している。直接的な支援としては、入
学・新生活を迎える人への応援給付金事業や、
子どもたちへのキャンプの開催を実施してお
り、能登地震で被災した子どもたちへの給付
金事業を行っている。
　「子どもの貧困対策推進法」が「こどもの
貧困解消法」に変わり、より具体的な目的が
明記され、基本理念の中に「将来のこどもの
貧困を防ぐ」という予防的な部分が入った。

　居場所について、子どもへの学習生活支援
が、こども家庭庁と文部科学省でそれぞれい
くつかの事業がある。こうしたものをできる
限り一本化した子ども版のデイケアセンター
をつくる必要があるのではないだろうか。
　すべての子どもたちに光を与え、社会が支
えなければいけないが、さらに支援が必要な
子どもたちには、より手厚い給付が必要では
ないか。居場所と金銭的な支援の両面が大切
だと考えている。

まとめ

　コメンテーターの小野武弘さんから、今年
４月に成立した「生活困窮者自立支援法等の
一部を改正する法律」のうち生活保護制度に
関する説明があった。今回の改正では、居住
支援の強化、子どもの貧困への対応、支援関
係機関の連携強化の柱がある。子どもへの支
援として１点目は、「子どもの進路選択支援
事業」の法定化であり、訪問等により学習・
生活環境等の改善等に関する情報提供や助
言を行い、本人の希望を踏まえた進路選択を
支援する。２点目は、子どもが高等学校等を
卒業する際に支給される給付金に関し、これ
までの進学する子どもへの支給に加え、就職
をする子どもにも支給が開始されたと説明が
あった。
　さらに、今回新たに法定化された事業を進
めていくのはもちろん、改正法では施行後５
年を目途に施行状況を踏まえた見直し規定が
あり、今日参加している皆さんのご意見も伺
いながら、今後の業務にあたっていきたいと
のお話があった。
　コーディネーターの鈴木晶子さんは、生活
困窮者自立支援制度、学習・生活支援事業、
創意工夫などに言及し、自立相談支援事業の
中できちんと世帯全体を見て、そこから必要
なことを創造的につくり地域づくりをしてい
くことも大きな役割であると締めくくった。

スクールソーシャルワーカー（一宮市教育委員会）



3130 第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会 報告書

分科会分科会

分科会分科会

（就労支援）（就労支援）
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就労訓練事業を切り口に
就労支援の質を高める
2024年11月10日（日）10:00～12:00

■ 登壇者
一般社団法人釧路社会的企業創造協議会
代表理事

櫛部 武俊

■ コーディネーター
大阪公立大学大学院都市経営研究科 准教授 五石 敬路
NPO法人ユニバーサル就労ネットワークちば
理事長

池田 徹

社会福祉法人藤里町社会福祉協議会
会長

菊池 まゆみ
認定NPO法人ユースポート横濱 理事 津田 容子

就労訓練事業だけでなく、就労支援、就労準備、就労訓練も含めて一体的な議論を行った。福祉的
視点と労働的視点の融合や制度の狭間にいる人たちへの対応、地域の資源や環境を含めた尊厳ある働
き方の実現など、事例の紹介をまじえながら多角的な観点から就労支援のあり方を話し合った。

認定 NPO 法人ユースポート横濱

　2014 年 8 月より「横浜市就労訓練事業支援
センター」というコーディネート機関を受託・
運営し、自立相談支援機関と認定就労訓練事業
所との間に入って調整を行っている。横浜市の
認定事業所は 79 あり、訓練希望者と事業所と
のマッチング、区役所・事業所へのサポートの
ほか、アセスメントシートの作成、就労訓練事
業交流会の開催などを行う。交流会は事業所と
区役所、市担当者が事業の意義理解を深め、地
域の支援体制の構築につながっている。
　就労訓練の最大の強みは、実際の職場での体
験である。就労に向けた自己理解、働くイメー
ジをもつことが可能になる。その調整に第三者
機関が入ることで、訓練者の利益と事業所のメ
リットのどちらかに偏りすぎることなく、双方
によりよい訓練実施に寄与することができる。

　訓練者は、生活困窮の窓口利用者と生活保護
の受給者で、就労経験がある人もない人もいる。
訓練の成果として、就労促進のみでなくアセス
メントの機会や障害福祉サービスなど他の進路
を優先したほうがよいなど現状への気付きにつ
ながることもある。
　ひきこもり支援や生活困窮支援ともまた異な
る「就労支援」だからこその利用しやすさ、動
機づけにも影響すると考える。

社会福祉法人藤里町社会福祉協議会

　2010 年に引きこもり者、長期不就労者、
在宅障害者等支援事業を始め、拠点の「こみっ
と」は多機能施設の認定を取った。
　相談員が訪問して引きこもり者に外に出て
もらうのは大変な作業だ。私たちはつながり
続けられる仕組みが必要だと感じていて、情
報提供にこだわった。いろいろな支援事業を

用意していて、どんな形で来てもいいという
情報を提供している。情報を受け取って「福
祉の世話になる気はない」と言っていた人の
中に、求職者支援事業ならやりたいと言う人
たちがいた。最初は昼夜逆転を直してからな
どのステップアップ構想を描いていたが、一
般の人と一緒に受講することで研修期間中に
どんどん変わっていき、就職した人が多かっ
た。就労支援は本人にとってもモチベーショ
ンが上がるものだと思う。
　職員のできる範囲とか、事業所ができる範
囲でという考え方では狭いので、地域のいろ
いろな事業を上手に取り込むことができれば
いいのではないか。ご本人が選べる選択肢
が複数地域にあるという状態のほうが、若者
がもう一度夢を持てる時代になるのではない
か。皆さんも「活躍支援」という言葉でやっ
ていただければ楽しいのではと思っている。

一般社団法人釧路社会的企業創造協議会

　2004 年に国の審議会等で「三つの自立」
が言われ、2005 年度に実施機関は自立支援
プログラムを持つように通達が出された。
　自立支援プログラムモデル事業で、ヘル
パーが忙しいときに保護を受けている母子家
庭のお母さんが高齢者の話し相手をするとい
うモデル事業を行った。そのお母さんは褒め
られて嬉しかったという。地域にこういう場
をつくったことで、皆さんの自己肯定感が上
がってきた。一般就労だけではなくて、地域
での活動などの取り組みを組み合わせたのが
釧路モデルの最大の特徴だと思う。
　運営するなかから、当事者同士の参加に
よって「場」をどうやってつくっていくかと
いうことが大事だと感じている。
　国の三つの自立の概念について、実際には
地方自治体、実施機関での理解に差が出て
いる。エンパワーメントの観点に立った積極
的な自立論があっていいのではないか。その

中には生活保護を受けながらの自立もあると
理解している。広い意味での分け隔てのない
社会参加をよりよく考えるべきだし、そのた
めの社会の障壁があるならば、われわれは頑
張って取り除いていく努力を、地域の人たち
と力を合わせてやっていくことこそ大事だと
思っている。

まとめ

　この分科会の課題として、支援利用の低
調から始まり、従来の支援アプローチに限界
があるのではないかとの指摘があった。議論
のなかで菊池まゆみさんから「活躍」という
言葉があり、就労ではなくて「活躍の場」を
つくるために地域の資源を活用するという話
があった。五石敬路さんから、「それによっ
て参加者の尊厳、自分に対する評価を高めら
れるのではないか。支援者側が決めたシステ
ム、制度に基づいて支援を個別に当てはめる
のではなくて、地域の人たちを巻き込みなが
ら個々人に合う支援の場を提供していくこと
が大事ではないか」とコメントがあった。
　池田徹さんからは、厚生労働省が 2025 年
度から行うモデル事業は、今の自立相談支援
の就労支援、就労準備支援、認定就労訓練の
三つを一体化した総合就労支援とするもので
あり、労働行政とつなぐ出発点になるのでは
ないかという紹介があった。
　そのモデル事業の説明として、ダイバーシ
ティ就労支援機構の村木太郎さんより、就
労困難を抱えている人たちを支援する仕組み

「WORK! DIVERSITY プロジェクト」の説明
があった。生活困難者の支援と違う点は、就
労支援に特化しており、経済的困難だけでは
なくて、引きこもり、難病、刑余者などいろ
いろな背景を持つ人が対象で、福祉だけでは
なくて労働政策との連携がポイントであると
の話があった。

分科会3
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（外国人支援）（外国人支援）
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外国にルーツのある住民とともに
―ニーズとこれからの支援

2024年11月10日（日）10:00～12:00

公益社団法人トレイディングケア
代表理事

新美 純子
カトリック札幌司教区難民移住移動者委員会 西 千津

■ 司会進行
北九州多言語図書館
代表理事

新田 隆充

NPO法人北関東医療相談会
理事

大澤 優真

■ コーディネーター
北海道大学公共政策大学院
教授

池 炫周 直美

2024年 6月現在、日本にいる外国人は358万 8,956人で人口割合は2.8％。外国人の支援は、在留資
格など専門的な知識が求められ、対応には地域差もある。労働者としてのみではなく、地域の生活者とし
て受け入れる姿勢が重要であり、さまざまな課題にどのように対処していくのかを含めた議論がされた。

カトリック札幌司教区難民移住移動者委員会
NPO 法人移住者と連帯する全国ネットワーク

　日本カトリック難民移住移動者委員会は、国
内にいる難民、移住者、移動者を対象にしてい
る。NPO 法人移住者と連帯する全国ネットワー
ク、通称「移住連」では「つくる、つながる、
伝える」をモットーに活動している。当事者の
課題は、在留資格に関する入管法の問題や労働
の問題のほか、医療、教育、差別、貧困などの
問題が絡まって複雑化・複合化している。支援
者の課題としては、支援に時間がかかることや、
ボランティア頼みの支援の限界、支援者の空白
地域などがある。
　支援活動のなかで、病気や事故、高齢化によっ
て働くことが難しくなったときに、病院の手続
きや申請書の記入ができない、医療費の支払い

などの事例が見えてきた。これは生活困窮者と
似たような課題ではないかと思う。
　生活困窮者自立支援制度に関して、2023 年
11 月の省庁交渉の場で生活困窮者自立支援室
の方から「国籍条項や在留資格に関する要件は
設けていない。非正規滞在者もその対象として
いる」ことが確認された。しかし、札幌市では
対応していない。対応している自治体もあり、
対応の違いは何かと感じている。
　外国人との共生社会を考えたとき、外国人も
地域住民であるという視点に立っていただけた
らと思っている。各自治体の外国人相談窓口と
の連携をお願いしたいし、いろいろな外国人支
援の団体もあるので協働してほしい。

NPO 法人北関東医療相談会
一般社団法人つくろい東京ファンド

　生活困窮者支援の窓口から民間の支援団体
に、難民や仮放免、生活保護を利用できない
外国人の相談が増えている。問題はこうした
外国籍の人たちの存在が生活困窮者支援の窓
口で知られていないことや、難民や仮放免の
人たちが使える制度が知られていないこと、
利用できる制度が極めて制限的であること
だ。
　世界の状況として、今年の難民は１億
2000 万人になった。特徴的なのは 40％が
18 歳未満の子どもということ。日本では
2023 年には１万 4000 人の難民申請者が来
た。日本では難民が使える公的資源はほぼな
い。結果として多くの人が路上生活になり、
その中に子どもや妊婦もいる。
　難民申請をしても、日本の現状では 96.2％
が却下される。難民申請が却下されても帰国
できず入管施設に収容されている人が、病
気など事情がある場合に一時的に外に出るこ
とを仮放免という。仮放免者は働いてはいけ
ないし、ほとんど社会保障がないので生活に
困っても何もできない。
　国連からも 2022 年に「仮放免者は深刻
な状況だから必要な支援と就労を認めるよう
に」との勧告が出ているが、現在も仮放免の
人たちは困り続けている状況にある。

公益社団法人トレイディングケア

　愛知県の調査で、日本人と仲よくしたい
と答えた日本に住む外国人は 70％以上いる。
外国人の多くは日本の社会に入りたい、仲間
になりたいという気持ちを持っている。
　「ダイバーシティー＆インクルージョン」
は、変化の激しい昨今の時代を生き抜くため
必要な考え方として注目されている。私たち
は「高浜市多文化共生コミュニティセンター
つなぐ」を高浜市と一緒に開設し、業務委託
という形で運営している。多文化共生は地域
共生だと思っている。平常時につながってお

くことが非常時に力を発揮する。日々積み重
ねていくと問題が起こらないし、震災などで
もすぐに声がかけ合える。私たちは日々声を
かけ合えるように「バディ」という考えを持っ
ている。
　いろいろなしかけの一つに、地域の高齢者
と小学生と外国の人を一組にしてスタンプラ
リーを行っている。高齢者は地域のことを教
えてくれ、一緒に町を歩くことで地域の人が
見ていてくれる。外国の人も一緒に地域の中
に入っていることを地域の人に見せていくこ
とが大事だと思っている。
　大切なポイントは、日本人主体だけではう
まくいかないので、外国の人がどう考えてい
るか意見を聞いて、新しい形の多文化共生の
形を模索することである。

まとめ

　外国人の問題は、働く機会というだけでは
なく、コミュニティの一員であるのに、地域
の人たちに生活者として共有できていない部
分があるのではないか。難民に関しても理解
がされていない制度になっている。こうした
ことを踏まえ、コーディネーターの池炫周直
美さんが、労働に関すること、外国人を助け
ること、自己責任論とダイバーシティー＆イ
ンクルーションなどとの相性、パネラーの実
践がほかの地域でも適応できるかなどの共通
する課題をあげて討論した。
　最後に池炫周直美さんが、「この大会で外
国にルーツを持つ方々というテーマで分科会
をすることは初めてで、大変有意義な時間
だった。私が日本に来たばかりの 20 年前か
ら日本は変わったと思うが、少しずつしか変
わらないので、こういった会合をもっと持っ
て、少しでも暮らしやすい社会をつくってい
ければといいと思っている」と結んだ。
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施策・制度に向き合う自治体職員が描く
「フォーマルな連携」づくり

2024年11月10日（日）：10:00～12:00

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
課長　

平井 恭順
大牟田市都市整備部建築住宅課
課長

櫻木 慎二
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
顧問

伊藤 明子

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）
障害者職業総合センター 副統括研究員

春名 由一郎

一般社団法人北海道総合研究調査会（HIT）
調査部長・東京事務所長

切通 堅太郎
■ コーディネーター

A’ワーク創造館
副館長

西岡 正次

　「雇用・労働と福祉の連携」「住宅と福祉の連携」など、従来タテ割りと指摘されてきた施策や取組みの連携、
また拡大・多様化するニーズに対応しきれない各施策の補完性を高めるために何が必要か？話題になっている。生
活保障の新しいテーマである居住支援（福岡県大牟田市）と就労支援（神奈川県川崎市）の事例をもとに議論した。

就労支援：「働けない」とされてきた就労
ニーズの見える化に挑戦（神奈川県川崎市）

　川崎市の超短時間雇用プロジェクトは、週
20 時間以上の仕事と就労ニーズを開拓・仲
介する現行の障害者雇用率制度では見えな
かった 20 時間未満の働き方、特に 10 時間
未満の雇用をつくり、従来「働けない」とさ
れてきた人とニーズに対応した仕事と働き方
を見える化した（注１）。雇用率の対象とな
らない中小企業や商店への担当係長のアプ
ローチ（インフォーマルな連携）、超短時間
求人の可能性の見える化を契機に、担当部署
による企業アプローチの試行事業を経て、企
業との関係づくりの本格的展開と超短時間雇
用求人の開拓・仲介する仕組み＝企業応援セ
ンター（委託）整備へと進む（平井）。潜在

化していた就労ニーズは同センターと多様な
支援機関との連携（就労移行事業所や地活セ
ンター、デイケア、生活困窮者自立相談支援
機関等）を通じて雇用となり、フォーマルな
連携（新たな役割分担）が伸張していく。福
祉が主導する企業アプローチが、福祉分野の
連携のみならず地域の雇用労働施策を補完
し、タテ割り状態の部署をつなぎ始めている。
超短時間の仕事と働き方を開発・提供すると
いう新しいサービスの「創造のための連携で
あって、連携のための連携となっていない」

（春名）ことがよくわかる。

居住支援：住宅確保要配慮者の多様なニー
ズに向き合うことから（福岡県大牟田市）

　「福祉と住宅の連携」も簡単に進みそうに
ない。我が国の住宅政策は公営住宅法等によ

る住宅（ハコ）の供給・管理から、住生活の
創造や住宅確保要配慮者の支援などの「ヒト」
ベースにした制度に転換していて、自治体に
は居住支援という新しい役割が期待されてい
る（注２）。支援対象である「住宅確保要配
慮者」は拡大し、住まい（ハコ）と住まい方

（日常生活・社会生活・職業生活等を支える）
のニーズも複雑になり包括的な居住支援サー
ビスの模索が始まっている。公営住宅をめぐ
る新たな取組み（入居支援と生活支援の一体
的実施等）をはじめ福祉担当部署と住宅担当
部署の関係づくり（空き家の改修・活用を検
討するワークショップ等）、さらに民間賃貸
住宅等の空き家活用を補完する居住支援協議
会や居住支援法人（フォーマルな連携）の整
備が進められ、入居前から入居中・入居後に
及ぶ多様な支援サービスが話題になっている

（櫻木）（注３）。先の就労支援の場合と同様に、
居住支援においても改めて支援対象やニーズ
の定義から、具体的なサービスモデルの開発、
対象者を捕捉する仕組みづくり、さらに地域
づくりなどを展望する途上にある。基礎自治
体が多様な居住支援サービスを開発、推進す
る上で、福祉と住宅の連携はどのように進む
のか。
　住宅担当部署がフォーマルな連携をめざす
場合、「担当してきた制度や施策がもつ淵源

（例えば住宅政策は戦後公営住宅法か厚生住
宅法かの議論の末、「ハコ」の供給・管理を
重視する制度となった）に根差すリスク（分
担が難しい役割等）に留意しないと有効な
連携は実現しない」（伊藤）。「例えば公営住
宅を目的外利用にするリスクには対応できる
が、その住宅を利用してどのような住まい方

（居住生活や社会生活等の改善や形成）を支
援するかというリスクを取る（役割分担する）
ことは難しい。今までにないサービスの開発
や利用促進をめざす連携は「誰（どこ）がそ
の強みを活かしてリスクを取る（役割分担す

る）のかが重要になる」（伊藤）。また住宅政
策では「どちらかと言えば、これまで都道府
県の役割が大きく資源も多く持っている」（伊
藤）ことも考慮する必要がある。一方、新し
いサービスの利用者（支援対象）を捕捉する
リスクを取り得る部署や機関は「どこか？」、
さらに住まい資源や地域経済の事情なども

「住宅と福祉の連携」のあり方を左右する。

まとめ

　キーパーソンに注目するインフォーマルな
連携だけでなく、フォーマルな連携が欠かせ
ない就労支援や居住支援では、国等は大きな
制度の整備のほか自治体や地域が主体的に
連携を構築する過程に関与するコンサルテー
ションも課題になる。法定事業で見られる「提
供サービスの規定と手引きの提示、人材配置
の補助」といったサポートに加えて、地域ベー
スのフォーマルな連携の創造、多様なニーズ
の補足や支援サービスの開発・調整などと、
それら取組みの実装プロセスを促進する、例
えば「米国の Vision Quest という共同意思決
定等（他機関連携のため）の取組みは９か月
かけて専門家が自治体にあった連携づくりを
現場でサポートする」（春名）（注４）といっ
たことも考えられる。（文：西岡正次）

注１　「やさしい雇用へのアプローチ」2019
年 3 月 川 崎 市 https://www.city.kawasaki.jp/350/
page/0000093182.html
　超短時間雇用モデル　東京大学先端技術科学

研 究 セ ン タ ー　https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/
features/z0508_00009.html
注２　居住支援サービスの開発等に関わる次期「住

生活基本計画」の検討が来年度から始まります
注３　大牟田市の取組みは「福祉と住宅をつなぐ」

牧嶋誠吾著 2021 年 6月参照
注４　「諸外国の職業リハビリテーション制度・サー

ビスの動向に関する調査研究」障害者職業総合センター
2023 年３月
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包括的支援体制における生活困窮者
自立相談支援機関の役割とは

2024年11月10日（日）13:00～15:00
■ パネラー
函館市保健福祉部地域包括ケア推進課福祉拠点担当
主査

建部 勝自
社会福祉法人日向市社会福祉協議会
事務局次長

松永 茂晃

■ コーディネーター
全国社会福祉協議会地域福祉部　部長 高橋 良太
社会福祉法人日向市社会福祉協議会
事務局次長

松永 茂晃

■ コメンテーター
日本福祉大学社会福祉学部
教授

川島 ゆり子

包括的支援体制では、さまざまな機関が関わりながら幅広い相談を受け、断ることなく対応する
とともに、地域づくりを進めている。函館市と日向市の取組みから、連携・協働する支援体制のあ
り方を探った。

函館市
保健福祉部地域包括ケア推進課

　
　函館市では 2022 年度から生活困窮者自立
支援制度を 10 か所の包括支援センターに委
託をし、進めている。生活困窮者自立支援制
度の自立相談支援機関を高齢部門と併設し
て、身近な相談機関としている。包括支援セ
ンターの高齢部門と自立相談支援機関の職員
が連携して高齢世帯の支援に入ることができ
ているのは利点だ。委託後は就労支援や引き
こもりに関する相談が増加した。市民が身近
な窓口で相談しやすくなったためだろう。
　福祉拠点担当の職員は繰り返し地域包括
支援センターを訪問し、支援調整会議を開催
する。包括職員から相談者が抱える問題を聞
き取り、助言をしている。他の包括職員を交

えた会議を行うこともある。生活保護担当課
の査察指導員やケースワーカーとの連携のた
め、他の課の職員も交ぜてコミュニケーショ
ンを図っている。この取り組みは今後の連携
に活かすことができそうだ。地域住民への知
名度向上のための広報活動も行なっている。
　地域包括支援センターは高齢者支援を担っ
ているので、民生委員や町会などと関係構築
ができており、委託先として適していると考
えられた。一方で、高齢福祉部門出身の支援
員が多く、高齢者支援のノウハウにこだわる
ことがあり、もう少し柔軟性が求められる。
　力を入れて取り組んでいるのは包括職員へ
の OJT だ。支援に対する困難さが増してい
る印象があり、包括の職員任せではいけない
と感じている。地域包括支援センターが困難
事例の投げ込み先になってしまわないように

すべき。関係機関同士それぞれが当事者意識
をもつべきで、その時代の制度の変革に対応
しながら走り続けなければならない。

日向市社会福祉協議会

　日向市では、自立相談支援機関の取り組み
として、2014 年 12 月から日向市生活相談・
支援センター「心から（ここから）」を設置
している。もともと生活上のあらゆる心配事
の相談に応じる相談所を置いていたが、その
延長線上で困窮の事業も社会福祉協議会が行
なっている。
　 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 に つ い て は、
2018 年のモデル事業から社会福祉協議会が
担っている。重層的支援体制整備事業が始
まってからは、包括的相談支援機関が解決で
きない困難事例を行政の担当課に上げて、そ
れを社会福祉協議会が多機関協働支援事業
として重層支援会議をする複雑な流れになっ
た。諸機関と連携を進めていた中で、この複
雑な仕組みに疑念を感じることもあった。
　一方で、日向市社会福祉協議会では生活困
窮者支援も重層的支援体制整備事業も社会福
祉協議会が行うべきというスタンスだ。なぜ
なら、地域の中で生活課題を抱えている人に
対して地域住民一人ひとりが関心をもち、地
域のつながりを再構築していく機能をもつこ
とを目標にしているからだ。
　体系的な話としては、困窮の自立支援相談
機関が相談を受け支援をしていく中で、同じ
ニーズを抱える人が地域に大勢いるのではな
いかということや、そうした人が地域に多く
いるときにそれを支える地域の仕組みが必要
ではないかと地域福祉課や地域支援部門の職
員と協議する場をつくっている。
　一方で地域福祉課は、関係機関や地域・行
政に対して支援者の育成やネットワークの構
築を行う。そうしたネットワークや支援者を

活用して新たなサービスを開発することを目
指している。
　重層で、個別支援部門は相談支援を行い、
そこから生まれた個別のニーズから地域の課
題を抽出し、地域づくりに繋げるということ
を自立相談支援機関が行なっている。地域が
つくった新たなサービスを利用して支援する
循環をつくることが日向市社協が目指す取り
組みだ。
 　自立相談支援機関の相談支援員は広く相
談者の世帯全体や住んでいる地域の全体像を
捉え、その時々にさまざまな機関や人と連携・
協働しながら支援するのが理想だ。包括的相
談支援体制では個を地域で支える援助と個を
支える地域をつくる援助を一体的に行うとい
うイメージを共有すべきだ。

まとめ
　 　　

　川島ゆり子さんは、各自治体がそれぞれの
積み重ねや地域特性をもとに工夫を重ね、そ
れぞれにとって最もよい制度がつくられてい
ると語った。包括支援にあたっては、さまざま
な分野の人々がともに考え、相談者一人ひと
りの困りごとや悩みを受け止めてチームであ
たっていくことが大事だとコメントした。
　高橋良太さんは、函館市や日向市の事例を
そのまま他の自治体に当てはめるのではなく、
それぞれの地域で将来の相談支援体制、包括
的な支援体制を考えていくべきだとまとめた。
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法改正に伴う居住支援のこれから―
『居住サポート住宅』の実現に向けて

2024年11月10日（日）13:00～15:00
■ パネラー
厚生労働省社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室　室長

南　孝徳

法務省保護局更生保護振興課地域連携・
社会復帰支援室　法務専門官

梶山 陽子

大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課
住宅施策推進グループ　技師

林　内輔

追手門学院大学
准教授

葛西 リサ

NPO法人ワンファミリー仙台
地域福祉課長

佐藤 岳彦

国土交通省住宅局安心居住推進課
課長

津曲 共和

NPO法人やどかりプラス
理事長

芝田　淳

認定NPO法人抱樸　理事長
一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク　共同代表

奥田 知志

■ コーディネーター

昨今の制度改正では居住支援の強化が進められている。居住支援ではどのようなことが求められ
ているのかを３省の取り組みとともに明らかにした。

厚生労働省社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室

　今回の法改正の大きなポイントは居住支援
の強化だ。入居前から退去時までの一連の
支援を行う体制を作ることを念頭に置いてい
る。自立相談支援事業の中では居住支援を行
うことを明記している。
　改正後は自立相談支援機関の相談員がアセ
スメントからプランの作成、実行、モニタリ
ングなどを行う。生活困窮者の支援を充実さ
せ、地域の活性化や孤独死の防止にも事業を
活用するほか、地域のニーズの把握に努めて
ほしい。居住支援法人と生活困窮者自立支援
制度の各事業が連携に努めることも規定され
た。各自治体においても健康福祉部と住宅部

局の連携に努めてほしい。

国土交通省住宅局安心居住推進課

　民間賃貸住宅の供給で大家や管理会社が
困っていることをリサーチしたところ、要配
慮者の入居に対する拒否感があった。その中
でアパートを貸しやすくなるような制度的な
対処や、安心して賃貸借契約を結べるような
サービスの観点から法改正を行なった。
　今回の制度改正では、大家と要配慮者の双
方が賃貸住宅を安心して利用できる環境の整
備という点、安否確認や見守りなどをセット
にした民間賃貸住宅の供給の点、住宅と福祉
が連携した居住支援体制をつくっていくとい
う点が含まれる。

　さまざまなレベルでの連携を進めること
で、各自治体における課題の共有や必要なリ
ソースの相互的な提供を目指していきたい。

法務省保護局更生保護振興課地域連
携・社会復帰支援室

　法務省保護局では犯罪をした人たちの地域
社会の中での立ち直りに向けた処遇を実施し
ている。住居がない者は比較的再犯率が高い
中で、出所者に対する居住支援は重要だ。
　刑務所出所者は住宅セーフティネット制度
上は住宅確保要配慮者に位置付けられる。居
住支援法人や居住支援協議会との連携が有効
だ。地域に支援をバトンタッチしたのちも一
定期間伴走・並走できる取り組みを進めてい
る。
　刑務所出所者への居住支援のあり方につい
て、支援の難しさはどのような点にあるのか
等、調査研究で明らかにしたい。

追手門学院大学　葛西准教授

　公営住宅では住宅に困る人の住宅を賄いき
れていないので、民間賃貸住宅で暮らす人も
いる。不動産業者は困っている人に貸しづら
く、施策的なものが必要だ。
　1990 年代後半に増大した非正規雇用者に
とって持ち家の購入は難しい。単身化も相
まって、賃貸依存が進んだ。低所得者が持ち
家を持てず高齢期に入る事例も憂慮される。
　今回の制度改正の計画を見て、当事者が置
き去りにされているように感じた。厚労省と
国交省の共管が始まったが、今後どのように
連携するべきか工夫していく段階だ。

NPO 法人ワンファミリー仙台

　ワンファミリー仙台は無料低額宿泊所（無
低）の運営などから始め、一時支援事業を
受託して居場所の支援を行ってきた。非常
時のサポートにより入居者に安心感を感じて

もらう取り組みをしている。一つは地震が起
きた時、もう一つは入居者からの電話相談で
#7119 の一歩手前のような役割を果たして
いる。
　居住支援というのは住まいを提供すればよ
いということではない。社会自立した人も含
めて SOS を出してもらえるような関係性が保
てるようにしている。
　無低入居後も、福祉サービスなどを利用し
ながら地域の中で暮らしていけるライフプラ
ンの提案と調整を実践している。

大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課

　府内の自治体の居住支援協議会の特徴は、
居住支援法人が事務局を担う点だ。協議会の
設立途上の市町村については、直接法人を頼
るしかない状況が見られる。大阪府では、協
議会を設立しようとする法人の活動に対して
補助金事業を実施しており、自治体担当者と
の議論の機会の場を設けたりするなどの効果
がある。大阪府の協議会では、住まい探し相
談の窓口を設けたり、要配慮者の相談に積極
的に協力してもらえる不動産仲介業者を協力
店として登録したり、公的賃貸やサ高住を横
断的に検索できるシステムを独自に開発して
いる。協議会設立の検討では、それぞれが協
議会はなぜ必要なのか、協議会で何をするの
かを早くから話し合うことが必要だ。  

まとめ

　芝田淳さんは、行政や民間それぞれで連携
を進めていくことが大切だと語り、地方公共
団体の取り組みが重要だと指摘した。奥田知
志さんは、生困法と住宅セーフティネット法
が共管になった今、自治体が福祉部門と住宅
部門などで連携を進めていくことが大切だと
語った。
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高齢者支援における家計改善支援事業が
果たすべき役割や機能を考える

2024 年11 月10 日（日）13:00～15:00
■ ミニ講演
慶應義塾大学経済学部
教授

駒村 康平

■ パネラー
内閣官房参与（社会保障、人口問題、地方創生）
内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局 総括事務局長

山崎 史郎
明治学院大学社会学部社会福祉学科
教授

新保 美香
上智大学総合人間科学部社会福祉学科
准教授

鏑木 奈津子
グリーンコープ生活協同組合連合会生活再生事業推進室
室長

行岡 みち子

名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター金山
家計改善支援員

塚本 淑恵
社会福祉法人グリーンコープ熊本
家計改善支援事業所 家計改善支援員

高濱 千夏

■ 事例発表者

一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク
理事

生水 裕美
■ コーディネーター

家計改善の現場で高齢者からの相談が増え、厚生労働省の地域共生
社会の在り方検討会議でも単身高齢者の課題を検討している現状を踏
まえ、高齢者に焦点を当て家計改善支援の今後の可能性を議論した。

　加齢による認知機能の低下は避け難く、そ
のことは金銭管理や経済取引、消費活動に大
きく影響を与える。
　軽度の認知障害が金銭管理に及ぼす課題に
ついて世間の認識は低い。将来、軽度・認知
症の方の金融融資産は約 250 兆円になると
推測され、悪人には宝の山になることは容易
に想像がつく。欧米では、彼らを脆弱な顧客・
消費者という概念のもと金融機関が守る義務
を負っている。これに対し、日本の対応はま
だまだ遅れている。
　我が国では、老後を見据え貯蓄するものの
認知機能の低下で使う機会を失った貯えが特
殊詐欺の温床となる。この金をいかに使わせ
るかといった犯罪テクニックは年々高度化す

る一方、孤独・孤立が周囲に相談する機会を
奪い、認知機能をも下げることで増々被害リ
スクを高めていく。
　我々研究チームはこの状況を社会全体の問
題として捉え、海外の政策などを紹介しなが
ら日本の制度・政策を見直すべく取り組んで
いる。

名古屋市仕事・暮らし
自立サポートセンター金山

　高齢者の家計改善支援は、これ以上収入
を増やすことが難しいケースが多い。それで
も、相談者が充実感、納得感を感じられる支
援が必要となるため、支出見直しの具体的な
メリットや、デイサービス、社会経験を活か
した地域ボランティアなど、充実した日常生
活の提案を心がけている。

　また、高齢者支援という点においては、相
談者にもとよりある脆弱性に加え、加齢とい
う脆弱性が加わることで、課題や解決方法が
多様化している場合が多く、支援者には適切
な連携や豊富な知識による幅広い対応が求め
られる。
　そして、支援者は相談者がどのような自立
を目標としているかを共に確認する姿勢が必
要と考える。すべて自分で行うことだけが自
立ではなく、適切な支援を受けながら、それ
ぞれの場所で暮らすことも自立の一つとして
捉え、相談者に応じた意欲喚起を通じて、地
域社会との調和を含む自立を支援している。

社会福祉法人グリーンコープ熊本
家計改善支援事業所

　テレビ通販の定期購入の支払いが負担で、
年金だけでは生活費が不足する 80 代一人暮
らしの男性の事例から見えてきたのは、妻に
先立たれた孤独感ゆえの購買行動だった。話
し相手がいない寂しさから、会話目的で通販
会社のオペレーターに電話を重ね、不必要な
契約を結び、支払い超過に陥り、金の無心を
続けた家族との関係性も悪化させた。
　自立相談支援員、地域包括支援員とともに
自宅訪問し、年金の範囲内で生活したいとい
う本人の希望のもと、定期購入や通信機器の
解約を進め、年金支給日に生活費を袋分けし
て生活費の削減を試みたが上手くいかなかっ
た。妻がしてくれていたように、支払いや生
活費を管理してもらえると安心して生活でき
ると本人が理解され、日常生活支援事業の利
用につながった。今回の支援で家計状況を見
える化したことで、離れて暮らす家族も把握
することができ、次男からの支援を得て滞納
分を解消、家族関係も改善に向かった。

まとめ

　２件の発表を受け、生水裕美さんの進行で

家計改善支援の本質や今後の展開などについ
て、出席者からの発言を交えながら意見交換
した。
　鏑木奈津子さんは、孤独や人との関係性が
判断能力低下に大きく影響を及ぼすとの見解
から「家計改善支援者は相談者の孤独・孤立
と向き合うために、家計の観点からアプロー
チすることも重要だと考える。地域で孤立す
る潜在的な相談者に対して、家計改善支援員
はどのようにアウトリーチしていけばよいか
という観点も大事にしていきたい」と提起し
た。
　山崎史郎さんは家計の破綻は引いては生
活破綻を招くとし、その予防策として「家計
の教育を順次推し進めるべき。現在はマネー
プランやお金の運用などの金融教育が中心だ
が、その前にお金をどうキープするのかを教
える必要があり、家計で破綻をきたさない予
防支援が家計改善支援の発展系なのだと考
え、現在この取り組みに着手している」と述
べた。
　行岡みち子さんは、「高齢者が人生を豊か
に生活するには、地域の中に居場所が必要。
その中で、家計改善支援員が家計という視点
からいろいろと気づいて、社会と繋いでいく
役割はとても大きい」と述べた。また若い世
代に対しては「一生懸命に生きることはどう
ゆうことか、その中にはお金の使い方も含ま
れているのだ、ということの理解を深めてほ
しい」と語った。
　新保美香さんは「お金の困りごとの背景に
は孤独が占める割合が大きいことが事例発表
でよく理解できた。家計が順調に進むよう導
くだけが家計改善支援ではなく、本質的な寂
しさをどう克服するか、どう生きていくのか
を支えることこそが、本来意味での支援とな
る。今は、本当の意味での家計改善を広げる
正念場。人との連携でこの取り組みを広げよ
う」と締めくくった。

分科会8

慶応義塾大学経済学部　駒村 教授
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包括的支援と災害ケースマネジメント
―フェーズフリーな福祉へ―

2024年11月10日（日）13:00～15:00
■ パネラー
宇和島市保健福祉部高齢者福祉課
課長兼地域包括支援センター 所長

岩村 正裕

■ コメンテーター
早稲田大学法学学術院
教授

菊池 馨実

NPO法人ジャパン・プラットフォーム
プログラムオフィサー

瀧田 真理

NPO法人ワンファミリー仙台
理事長

立岡 学

岡崎市福祉部ふくし相談課
課長

齊藤 哲也

大阪公立大学大学院文学研究科
准教授

菅野 拓
■ コーディネーター

分科会９では、災害大国・日本において被災者支援が戦前と戦後でほぼ変わっていない現状を憂い、
平時だけでなく災害、緊急時にも役立つようデザインする「フェーズフリー」をヒントに、被災者
支援をどう実効的なものにすべきか議論した。

　平成 30 年西日本豪雨の災害時支援で、地
域は互助力に頼らざるを得ないことを痛感し
た。また、互助から共助の流れに伴い専門
職のスキルも求められる。障害者や妊婦な
ど人々を支えるため普段から寄り添う専門職
が、初動から動くことができれば大きな力に
なる。支援者情報の有無で被災者のその後の
人生が大きく変わる。
　災害後の生活再建には「介入の速さ」と「身
近な支援者」、「専門性」が欠かせない。ただ
し単体では無理で、重層のスキームがそのま
ま使える。生活困窮者支援も支援会議や支援
の地域づくり、自立支援相談機能強化事業な
どが使え、平時の顔が見える住民との関係性
は災害時に最大限有効になる。行政や社協で

は成し得ない地域住民による被災者支援を展
開した例もある。平時の連携体制は災害時に
活き、災害をきっかけにした連携は平時でも
活かされる。被災は厳しいものだったが、こ
れを機に NPO も生まれ、層の厚い住民支援
ができる体制が整った。

岡﨑市福祉部

　岡﨑市は過去の被災経験から「犠牲者ゼロ
は地域力から」を合言葉にしている。頼りに
なるのは地域の人が一番。個別避難計画を練
る際の防災訓練も避難支援等実施者を決めて
散歩するだけ。近所の人もこの散歩に加わり、
経路の変更や避難所が避難生活に適している
かなどの話し合いが生まれる。この地域で行
う命を守る行動こそが地域福祉だと感じてい
る。

　発災直後に地域支え合いセンターを立ち上
げる予定で、被災者見守り相談支援等事業を
活用するとともに被災高齢者等把握事業もス
タートさせる。初動期は、医療濃度や緊急性
の高い人に対し社協や行政、NPO の３者連
携で行動し、生活再建フェーズの段階で社協
が前面に立つ。そのためには行政、社協、民
間が平時から顔の見える関係を築くことが大
切である。
　想定外をどの程度予測するかが、実際に起
きた場合の対応に影響する。今後も魂のある
災害ケースマネジメントを目指す。

NPO 法人ワンファミリー仙台
　東日本大震災後、被災者支援に携わってい
たが、生活困窮者自立支援法が施行され、被
災者支援が生活困窮者支援と通じるものであ
ることが実践でわかった。
　現地支援で学んだのは、被災地には受援力、
支援者には被災者への気遣いができる能力が
それぞれに必要ということ。個人、団体みな
被災した中で、押し付けで出向いても受け入
れられない。シャットアウトも経験した。拒
絶で困るのは被災者だが、NPO も入り方を
十分に考慮した上で、支援方法を検討しなけ
ればならない。そんな中、珠洲市や輪島市と
は以前から顔が見える関係を築いており、行
政と連携し意見交換しながら支援に取り組め
た。
　私たちは地域の中において、どういう資源
を当て込むことができるか、単に連携や顔の
見える関係だけなく、実際に頼んだらすぐに
動いてくれるレベル感で当て込めるかどうか
が大事で、これが災害ケースマネジメントな
のではと考える。

NPO 法人ジャパン・プラットフォーム

　私たちは緊急災害支援の中間支援を行い、
資金、助成金の仲介機能を持っている。能登

における支援内容は、自治体と協力し必要な
支援が必要な人に届くのに不可欠となるコー
ディネーションの役割も担っている。災害
ケースマネジメントの実施や自治体職員への
避難所運営研修、炊き出しなどの食支援を実
施した。地震後の 9 月豪雨を受け、新たな家
電や風呂、カーシェアリングの支援なども加
わった。支援活動では、地元住民をスタッフ
として雇用し、お金が地元で回るようにした。
まだ課題が残るが、長期的な復興の取り組み
は始まったばかり。日々変わる現地のニーズ
に対応しながら今後も行動していきたい。
　来年には国内災害における企業と NGO の
連携に関する意見交換を予定している。能登
においてなお民間支援の必要性が継続する
中、企業の持つ支援や関心、発災後の迅速な
支援と連携などの話し合いを継続的に持ちた
い考えている。

まとめ
　生活困窮者自立支援の平時と緊急時をど
う考えるかをテーマとした登壇者の報告を受
け、コメンテーターの菊池馨実さんから「被
災地支援では精神面で寄り添う福祉の視点は
不可欠で、災害救助法の見直しには福祉の観
点を取り込むことが重要」との見解を示し、
加えて「平時の福祉で活きる相談支援が、被
災した地域における支援基盤強化につながる
という正のスパイラルが形成される」とコメ
ントした。
　コーディネーターの菅野拓さんが、災害が
多発している現状を憂い「発災時は人と人
とのつながりがすぐに力として発揮される世
界。事例を参考に自分たちの地域ならどう対
応するべきかをぜひ検討してほしい」とまと
めた。

分科会9

宇和島市保健福祉部
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原田正樹　 法 改 正 が
あって、生活困窮者自
立支援が次のステージ
に進む時期にきていま
す。今回の大会テーマ
にある「地域共生支援」
をどのようにイメージ
するのかを、担当分科
会 の 領 域 か ら 自 由 に

語っていただき、まとめにします。

居住支援から

奥田知志　居住支援と
いう世界は非常に面白
いです。人間が生きて
死ぬまでの暮らし、人
生そのものです。何か
サービスを提供して問
題を解決するというよ
りは、日常に近い。自
立支援は、日常が崩れ
たときに支援をして、
問題を解決し日常に戻すという概念で基本
つくっていて、「断らない」ことを前面に出
し包括性を持っていますが、居住支援はもっ
と広いのです。省庁をまたぎ、住宅メーカー
や不動産業などいわゆる業の人たちも入る
など、地域共生支援という言葉が持ってい
る射程は広がりがあります。
　日常や人生から、初めて地域づくりみた
いなものが直結してきます。そもそも期間
限定でものを考えているような制度や政策
が、「10 年後どうするの？」「30 年後この
地域はどうなるの？」という議論ができな
いのは当たり前で、立て付けが違います。
そこに居住支援というものが出てきたとき
に、地域づくりや地域共生支援というさら
なる枠組みが必要なのではないかと感じて

います。

子ども・若者支援から

鈴木晶子　この２日間
を通して、あらためて
子ども・若者支援は世
帯全体の支援なんだと
感じています。きちん
とできないダメな親、
あるいは問題を抱えた
親が、周囲から厳しい
目で見られて孤立する
のではなく、世帯丸ご
と支援だと思っています。
　その中で、どういうまなざしでこの家族、
子ども・若者に関わっていくのかという関
係づくりや、子どもの意見表明、子どもの
参加・参画を考えなければなりません。子
どもは、支援のにおいがするところには寄っ
てきません。考えてみると支援すべきなの
は、既存の支援や枠組み、あるいは支援者
の凝り固まった狭い意味での支援への支援
ではないか、それが地域共生支援といった
ときに必要なのではないかと思います。
　分科会で「共助が頑張ると公助が細る」
という議論がありました。共助と言って子
ども食堂に何でも丸投げしている地域があ
りますし、市場化が進んでどんな事業も外
注したり、役所の中は異動があって人をちゃ
んと育てられていません。それを私たちは
どのように考えていくのか、たくさんの大
きな宿題をもらいました。

就労支援から

櫛部武俊　ご存じのように生活困窮者自立
支援法では就労支援、就労準備支援事業、
就労訓練事業の「就労３兄弟」があって、

登 壇 者

一般社団法人生活困窮者
自立支援全国ネットワーク
　
認定NPO法人フリースペースたまりば

共同代表

事務局長

奥田知志

鈴木晶子
一般社団法人釧路社会的企業創造協議会 代表理事 櫛部武俊

大阪公立大学大学院文学研究科 准教授 菅野　拓

内閣官房参与（社会保障、人口問題、地方創生）
内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局

総括事務局長 山崎史郎

一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク 理事 生水裕美

日本福祉大学 学長 原田正樹

コ ー デ ィ ネ ー タ ー

ま と め の 全 体 会

地域共生支援へ広げるために

まとめの全体会

日本福祉大学 
学長

原田正樹

一般社団法人生活困窮者自
立支援全国ネットワーク

共同代表
奥田　知志

認定 NPO 法人フリー
スペースたまりば

事務局長
鈴木　晶子
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一体的にどう運用して
いくのか、とりわけ尊
厳ある働き方と町のつ
く ら れ 方 が ど う つ な
がっていくのかを内包
した議論が分科会であ
りました。社会資源の
つながりや町全体を視
野 に 入 れ て お く こ と
で、その人の就労支援
になり、結果としてさまざまな社会資源を
つなぐことがまちづくりにもつながります。
各地の実践をお聞きして、それぞれの町の
つくられ方、取り組まれ方があると思って
います。例えば、「そこに身を置かないと信
用されない」、「町というのは存在ではなく、
状態だ」という話も聞きました。素敵な何
かがあるわけではなくて、その状態を受け
止めて、正しさよりも楽しめることから取
り組まないと、まちづくりはうまくいかな
いという話が心に残りました。楽しむ姿勢
を学ばなければなりません。
　それからもう一つ、島根県の小さな町で
助産院を立ち上げて、生まれることから、
育って働き看取られるまでを看ようと孤軍
奮闘している人の、「互酬の状況では社協に
も存在を認めてもらえない」という話に、
とても心を寄せられるものが私はありまし
た。人口減少、少子高齢化の中で、自分た
ちの町をどうしていくのか。長く根づくた
めには、さまざまな条件も必要だけれども、
マインドがとても大切です。このような機
会を通して学んでいく必要があるとあらた
めて思います。

家計改善支援から

生水裕美　家計改善支援は高齢者、認知症、
障害のある人、病気のある人、身寄りのな

い人、家がない人、一
人親家庭など、属性や
状況に関係なく、関わ
りをもつことができま
す。借金のある若者に
闇バイトを選ばせない
ためにも、家計相談は
重要になります。
　分科会では、高齢者
の 孤 独・ 孤 立 に 寄 り
添った家計改善支援について事例報告があ
りました。家計は地域で生活する人にとっ
て、困窮していようが困窮していまいが生
きていくためのベースであって、日々の生
活に役立つ実践的な支援です。だからこそ
早期に支援が必要です。また、例えばヘル
パーや民生委員、学校の先生など、多種多
様な関係者とつながり、関係づくりができ
ます。連携のつなぎ役として地域の軸とな
る大切な役割を担うことができることを、
皆さんにぜひともご理解いただきたいと思
います。この家計改善支援の強みを生かし
ていくことは、地域共生支援において必要
だと思いますし、必須化されるまで言い続
けていきたいと思います。

防災・災害対応から

菅野拓　防災・災害対
応と生活困窮者支援が
どうつながるかを分科
会９で考えました。防
災・災害対応は、唯一
法律の中に位置づいて
いません。枠組みがな
いのでもやっとしたま
まですが、そもそも災害救助は生存権保障
からスタートしていて、1947 年にできたと
きは厚生労働省の保護課が担当でした。災

害時の生活保護法だったものが、いつの間
にか社会保障とは別枠で扱われてしまうと
いう歴史を経ています。
　災害が起きると、しんどい人はもっとし
んどくなる世界が起こります。支援したく
ても混乱していて、普段取り組んでいたこ
としかできない。準備していないことはま
ずできない。被災者支援は、お金を渡した
からすぐ解決するものではありませんが、
何年も伴走する必要があるという認識が非
常に薄いです。
　そうしてみると、地域共生支援には二つ
の意味があるように思います。一つは、地
域で共生していけるように支援する。菊池
馨実先生は「関係性の保証」という言葉を
話していらっしゃいました。もう一つは、
共生できる地域をつくる。パーソナルサポー
トモデル事業のときに事務局機能と言って
いた部分が、弱ったのだろうと思います。
　被災した人たちは生活困窮に陥る可能性
が高く、当然生活困窮者支援の対象となる
と捉えたほうがよいでしょう。このあたり
をどう位置づけていくのか。例えば、災害
時に自立相談機関が伴走支援を担うことか
もしれませんし、皆さんが災害時に支援者
になる時代がそこまで来ている中で、急ピッ
チで考えないといけません。
原田　ここまでのお話を聞いて、山崎さん
いかがでしょうか。

自立支援と共生支援は表裏一体

山崎史郎　まず第１点は、この集まりは本
当に面白いと思います。生活困窮者支援の
現場で取り組む皆さんはサポーターであり、
社会のセンサーなのです。今社会で何が起
きているのかを一番知っていて、われわれ
は一体何をやらなければならないかという
根本を、みんなで情報交換できるところが

この集まりの素晴らし
い部分です。
　第２点目は地域共生
支援について。法律に
は自立支援と書いてい
ますが、自立支援と共
生支援はどういう関係
かと考えていて、コイ
ンの表と裏の関係では
ないかと思い始めてい
ます。それぞれを尊重
しながら、自分は自分
である程度自立性を持ちながらも人を支え
ていく。奥田さんの意見もお聞きしたいの
ですが、人を尊重し合いながら生きて、お
互いを支え合うという、難しいかもしれな
いけれどもそれを目指すのだろうと思いま
す。
　最後は自分の課題ですが、これだけの仕
事をやっている人が非正規で会計年度任用
職員であることが疑問で、これは本当に申
し訳ないし、これだけはやらないといけな
いと本当に思っています。どうやるかは結
構大変ですが、これは決意表明です。
原田　自立支援と共生支援は表裏一体では
ないかというお話がありましたが、奥田さ
んそのあたりいかがですか。
奥田　私もそのとおりだと思います。助け
てと言えると同時に助けてと言われる社会、
あなたが必要だと言ってくれる社会を両立
しないといけません。一人で生きていけ、
自立して他者に頼るな、他人に迷惑をかけ
るなという結論ではないのです。
原田　生活困窮者自立支援を大事にしなが
ら、地域共生支援がどういうものなのかを
まだまだ探求して、社会のあり方、支援の
あり方を考えていきたいと思います。皆さ
ん、２日間お疲れさまでした。

一般社団法人生活困窮者自
立支援全国ネットワーク　

理事
生水　裕美

まとめの全体会

一般社団法人釧路社
会的企業創造協議会

代表理事
櫛部　武俊

大阪公立大学大学院
文学研究科

准教授
菅野　　拓

内閣官房参与（社会保障、
人口問題、地方創生）

内閣官房全世代型社会保
障構築本部事務局
総括事務局長

山崎　史郎
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生活困窮者自立支援全国ネットワークでは、随時、会員
を募集しています。私たちと一緒に誰もが暮らしやすい
社会づくりをしていきませんか？詳しくはホームページ
（https://life-poor-support-japan.net）をご覧ください。

12:15～17:30

13:00～14:10

発行 : 2024年11月1日
全体会 11月9日【土】2024年

一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク　

東海学園大学

共同代表

登壇者

第１部

人が元気になるために
―支援と解決、いやしについて考える―

14:10～14:50第２部

知っていますか？改正生活困窮者
自立支援法のポイント

厚生労働省　社会・援護局　地域福祉課　生活困窮者自立支援室
室長

明治学院大学　社会学部 教授

慶應義塾大学　経済学部 教授

登壇者

大会
ニュース
page_1

特命副学長・卓越教授 上田　紀行

コーディネーター

南　　孝徳

新保　美香

駒村　康平

奥田　知志

15:20～17:30第３部

こどもと家族の今とこれから
困窮者支援から見る少子化対策

日本女子大学　人間社会学部 教授

認定NPO法人フリースペースたまりば 事務局長

NPO法人せたがや子育てネット 代表理事

登壇者

周　　燕飛

中央大学法学部　 教授

コーディネーター

宮本　太郎

鈴木　晶子

松田　妙子

長野県 知事 阿部　守一

厚生労働省 社会・援護局　障害保健福祉部 企画課長 本後　　健

ご参加の前にぜひご一読ください！
参加プログラムの聞きどころ・論点をまとめました。

みなさま　こんにちは！　第2部「知っていますか？改正生

活困窮者自立支援法」では、8代目となる南孝徳生活困窮者自

立支援室長に、改正法のポイントを、わかりやすく解説してい

ただきます。そして、法改正が議論された、社会保障審議会生

活困窮者自立支援及び生活保護部会の委員をつとめた駒村

康平先生と新保を交えて、改正法の意義や課題について、熱く

語り合っていきます。

40分間と限られた時間ではありますが、会場のみなさまと

ご一緒に改正法を見つめ直し、明日からなにができるか、と

もに見いだせる時間になれば幸いです。どうぞお楽しみに！

（登壇者　新保美香）

消滅可能性自治体が叫ばれるなか、地域の少子化対

策が問われています。少子化の主な要因としてあげら

れるのは、経済的事情で結婚できず、こどもももてな

い若者の増大で、子育て中の世帯の困窮も広がってい

ます。子ども・母子の貧困、女性の就労、子育て・子育ち

と地域のあり方など、課題は山積しています。第３部で

は、実践者、研究者、地方自治体、国がそれぞれの立場

から、これまで一体として議論されることが少なかっ

た少子化対策・子育て支援と困窮者支援の連携につい

て議論を深めます。

（コーディネーター　宮本太郎）

「支援」とは問題や課題を整理し「解決」に向けた

手段や方策を提案することだと言えます。ただ、問

題解決が必ずしも「生きる力」につながらないこと

もあります。支援する側もされる側も共に「元気」に

なるには何が必要か。「癒し」をいち早く提唱した文

化人類学者の上田紀行さんからそのヒントをいた

だきたいと思います。

（コーディネーター　奥田知志）

支援者支援の必要性を考える  ―愛知の実践者の語りを中心に―

一般社団法人　北海道ねっとわーく

一般社団法人 愛知県社会福祉士会　生活支援相談ほっとセンター
生活困窮者自立支援制度従事者養成研修委員会

　　

厚生労働省　社会・援護局　地域福祉課

日本福祉大学

パネラー

コメンテーター

コーディネーター

佐渡　洋子

高橋　知己

原田　正樹

理事

春日井市　健康福祉部　地域共生推進課 長坂　匡哲課長

NPO法人知多地域権利擁護支援センター 今井　友乃理事長

委員

生活困窮者自立支援室 鈴木　由美就労支援専門官

半田市社会福祉協議会 事務局次長 前山　憲一

学長

10:00 ～ 12:00分科会1 支援者支援

分科会 10:00-12:00　13:00-15:0011月10日【日】2024年

改めて考える生活困窮者自立支援制度で子ども・若者にどう支援できるのか？

公益財団法人あすのば

認定NPO法人スチューデント・サポート・フェイス

厚生労働省 社会・援護局　保護課　保護事業室

登壇者

コメンテーター

コーディネーター

小河　光治

谷口　仁史

代表理事

認定NPO法人フリースペースたまりば 鈴木　晶子事務局長

代表理事

一宮市教育委員会 沖田　昌紀スクールソーシャルワーカー

小野　武弘生活保護自立助長専門官

10:00 ～ 12:00分科会2 子ども若者支援

大会
ニュース
page_2

昨年の北海道大会を引き継いで、愛知企画として

も「支援者支援」について考えます。すでに全国では

北海道をはじめ、支援者支援の組織化が進んでいる

ところがありますが、まだ愛知県にはありません。そ

こで本分科会では、なぜ支援者支援が必要なのか、そ

んな声（現状や課題）から丁寧に考えてみたいと思い

ます。

生活困窮者支援におけるニーズは非常に多様で

す。従来のような既存のサービスを当てはめるような

支援とは違い、その人ごとに支援が異なります。それ

ゆえに支援も多岐にわたりますが、すべてに対応で

きるスーパーマンを求めるのではなく、支援者を支援

できるネットワークがあることで、助かることが多々

あります。それらが個人の人脈を越えて、どうネット

ワークにしていくことができるのか、多様な視点から

考えます。

（企画者　原田正樹、コーディネーター　今井友乃）

子ども若者支援は、生活困窮者自立支援制度を超

えて、多様な団体や人と協力して行っていく必要があ

ります。子ども若者支援分科会では、支援を豊かにし

ていくために、これまでさまざまな方をお招きして

きました。今回も、全国組織、地域の活動団体、スクー

ルソーシャルワーカーと、多様なお立場の方をお迎え

して活動の紹介や課題などをお話していきます。特

に、今回はさまざまな団体や人と連携しながらも、生

困制度に関わる支援者が何をすべきなのか、何がで

きるのか、改めて考えていきましょう。また今回の法

改正にあたり、生活保護制度で始まった進学・就職準

備給付金についても厚労省の担当者より説明をいた

だきます。　　　　　（コーディネーター　鈴木晶子）

○大会ニュース



5150 第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会 報告書 大会ニュース

分科会 10:00-12:00　13:00-15:0011月10日【日】2024年

就労訓練事業を切り口に就労支援の質を高める

一般社団法人釧路社会的企業創造協議会

藤里町社会福祉協議会

大阪公立大学大学院都市経営研究科

登壇者

コーディネーター

櫛部　武俊

菊池まゆみ

代表理事

会長

認定ＮＰO法人ユースポート横濱 津田　容子理事

五石　敬路准教授

NPO法人ユニバーサル就労ネットワークちば 池田　　徹理事長

10:00 ～ 12:00分科会3 就労支援

　生活困窮者自立支援全国ネットワークの就労支援

部会が企画する分科会です。

生活困窮者自立支援制度の就労支援のメニューに

は、自立相談支援における就労支援、就労準備支援認

定就労訓練の３事業がありますが、全般的に低調と

いってよいのではないでしょうか。特に認定就労訓練

事業は全国的に極めて低調です。この事業を横浜市

の委託を受けて実施しているNPOユースポート横濱

からの報告を受けて、「認定就労訓練は、なぜ広がっ

ていかないのか」を切り口に、生困事業における就労

支援のあり方全般について、一緒に考えましょう。事

務局からパネラーにお願いして、資料は最低限にしま

した。会場全体で生身の議論をおこないましょう。

（コーディネーター　池田徹）

働く年齢層の減少が止まらない日本において、外

国人労働者は欠かせない存在になっており、生活困

窮者支援の窓口を訪れることも珍しいことではなく

なっています。しかし現場では、言語や法的地位の壁

によって「自分たちには何もできない」と無力感に

陥っていないでしょうか。この分科会では、現在の日

本が抱える問題を共有し、また外国人受け入れの先

進地域におけるモデルケースを紹介いただきます。

専門機関とつながり、ベストプラクティスを知ること

で、対応力を高めていくことができます。みなさんの

地域がどのように外国人を受け入れていくことがで

きるのかを考える機会にしていきましょう。

（コーディネーター　新田隆充）

外国にルーツのある住民とともに　ーニーズとこれからの支援

公益社団法人トレイディングケア

カトリック札幌司教区難民移住移動者委員会

パネラー

コーディネーター

新美　純子代表理事

北九州多言語図書館

司会進行

新田　隆充代表理事

北海道大学公共政策大学院 池 炫周 直美教授

西　　千津NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク 理事

NPO法人北関東医療相談会
大澤　優真理事（一般社団法人つくろい東京ファンド）

10:00 ～ 12:00分科会４ 外国人支援

大会
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page_3

分科会 10:00-12:00　13:00-15:0011月10日【日】2024年

施策・制度に向き合う自治体職員が描く「フォーマルな連携」づくり

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

大牟田市都市整備部建築住宅課

一般社団法人北海道総合研究調査会（HIT）

パネラー

コーディネーター

平井　恭順

櫻木　慎二

課長

課長

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 伊藤　明子顧問

切通堅太郎調査部長・東京事務所長

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）
障害者職業総合センター 春名由一郎副統括研究員

A´ワーク創造館 西岡　正次副館長

10:00 ～ 12:00分科会５ 自治体連携

包括的支援体制における生活困窮者自立相談支援機関の役割とは

函館市保健福祉部地域包括ケア推進課 福祉拠点担当

パネラー

コーディネーター

建部　勝自主査

日向市社会福祉協議会 松永　茂晃事務局次長

全国社会福祉協議会　地域福祉部 高橋　良太部長

コメンテーター

日本福祉大学　社会福祉学部 川島ゆり子教授

13:00-15:00分科会6 包括支援

新しい生活保障をめざして登場した生活困窮者自

立支援制度や続く地域共生社会の実現に対して、住

民の期待や自治体内の関心は広がり深まっているで

しょうか？どうもモヤモヤ感は拭えません。「全世代

型」を謳った制度は従来の制度と異なり、潜在的ニー

ズの定義や捕捉、新しい支援サービスの開発や提供

を視野に入れた取組みや組織づくりが問われまし

た。補助事業等を契機にしつつも、制度や施策を実装

するための独自の方針や組織整備、特に自前の資源

確保だけでなく、庁内外の連携による資源等の獲得

や協働が必要になりました。居住支援と就労支援を

切り口に、キーポジションとなる担当部署の役割と

行動を話題にしてみます。

（コーディネーター　西岡正次）

重層的支援体制整備事業と生活困窮者自立支援事

業との連携はどうしたらいいの？ 包括的支援体制

の中で、生活困窮者支援は高齢、障害、児童のような

縦割りの一つなの？ 重層事業の支援会議や地域づく

りと、生困事業のそれとの関係はどうしたらいい

の？ …さまざまな疑問・質問があると思います。

本分科会では、市内の地域包括支援センターを「福

祉拠点」と位置づけ、自立相談支援機関を併設し、身

近な場所で世代を問わず相談できる体制を整えてい

る函館市の事例、生困事業とともに、重層事業の多機

関協働を受託し、市とともに多機関の連携・協働の

コーディネートを担う日向市社協の事例を題材に、川

島ゆり子さん（日本福祉大学教授）のコメントを交え

ながら、皆さんと議論します。

（コーディネーター　高橋良太）

大会
ニュース
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分科会 10:00-12:00　13:00-15:0011月10日【日】2024年

法改正に伴う居住支援のこれから―『居住サポート住宅』の実現に向けて

厚生労働省 社会・援護局地域福祉課

国土交通省 住宅局安心居住推進課

登壇者

コーディネーター

南　　孝徳

津曲　共和

生活困窮者自立支援室　室長

課長

NPO法人やどかりプラス 芝田　　淳理事長

認定NPO法人抱樸 奥田　知志理事長

大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課 林　　内輔技師

追手門学院大学 葛西　リサ准教授

NPO法人ワンファミリー仙台　 佐藤　岳彦地域福祉課長

法務省保護局　更生保護振興課地域連携・社会復帰支援室
梶山　陽子法務専門官地域連携推進係

13:00-15:00分科会7 居住支援

生活困窮者自立支援法と住宅セーフティネット法

の双方が改正され、いずれも2025年に施行予定で

す。居住支援の努力義務化、認定家賃債務保証事業者

の登場など、さまざまな話題がありますが、中でも注

目なのは「居住サポート住宅」。安否確認、見守り、福

祉へのつなぎを提供する住宅です。これをどのよう

にして実現していくのか？　行政、福祉、不動産それ

ぞれの戦略と手腕が問われます。

本分科会では、厚労省、国交省、法務省それぞれか

らの制度説明、大阪府における活動紹介、民間の取り

組み紹介、葛西リサ先生による展望とさまざまな角

度から「居住サポート住宅」の実現に向けての方策を

掘り下げていきます。法改正後の居住支援のこれか

らを共に考えましょう。　

（コーディネーター　芝田淳）

高齢者が高額商品を買わされたり、詐欺に遭った

りすることが社会問題になっています。高齢者が抱え

る生活上の課題には家計に関するものが多く、家計

改善支援が果たすべき役割は大きくなっています。今

年の分科会では、駒村先生のミニ講演で認知機能の

低下が経済活動に与える影響について学び、さらに、

全国の家計改善支援員に公募した「高齢者へのユ

ニークで工夫した取組事例」の中から選ばれた「地域

と連携して工夫しながら支援に取り組んでいる２つ

の事例」を通して、今後ますます増えていく高齢者へ

の家計改善支援について、参加者全員で考えます。互

いの事例や日頃の悩みなどを出し合いながら、楽しく

意見交換できる時間にしたいと思います。

（企画者　行岡みち子）

高齢者支援における家計改善支援事業が果たすべき役割や機能を考える

13:00-15:00分科会8 家計改善支援

内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局 総括事務局長
内閣官房参与（社会保障、人口問題、地方創生）

パネラー

コーディネーター

山崎　史郎

明治学院大学 社会学部社会福祉学科 新保　美香教授

上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 鏑木奈津子准教授

グリーンコープ生活協同組合連合会 行岡みち子生活再生事業推進室長

一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク 生水　裕美理事

事例発表者

名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター金山 
塚本　淑恵家計改善支援員

社会福祉法人グリーンコープ熊本　生活再生支援事業所
高濱　千夏家計改善支援員

ミニ講演

慶應義塾大学 経済学部 駒村　康平教授

大会
ニュース
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分科会 10:00-12:00　13:00-15:0011月10日【日】2024年

包括的支援と災害ケースマネジメント　ーフェーズフリーな福祉へー

宇和島市保健福祉部高齢者福祉課

岡崎市福祉部ふくし相談課

パネラー

コーディネーター

岩村　正裕

齊藤　哲也

課長兼地域包括支援センター所長

課長

大阪公立大学大学院文学研究科 菅野　　拓准教授

コメンテーター

早稲田大学法学学術院　 菊池　馨実教授

NPO法人ワンファミリー仙台　 立岡　　学理事長

NPO法人ジャパン・プラットフォーム　プログラムオフィサー 瀧田　真理

13:00-15:00分科会9 防災・災害対応

まとめの全体会 15:10～16:0011月10日【日】2024年

地域共生支援へ広げるために

コーディネーター

認定NPO法人　フリースペースたまりば　 鈴木　晶子事務局長

一般社団法人　釧路社会的企業創造協議会　 櫛部　武俊代表理事

一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク 生水　裕美理事

大阪公立大学大学院文学研究科　 菅野　　拓准教授

日本福祉大学 原田　正樹学長

内閣官房参与（社会保障、人口問題、地方創生）
山崎　史郎内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局 総括事務局長

登壇者

一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク　
共同代表 奥田　知志

戦後日本の被災者支援は混乱し続けています。

2024年1月1日に高齢化率が5割近い半島部を襲っ

た能登半島地震でも同様です。さまざまな福祉サー

ビスの対象者であるはずの方々に支援の手が上手く

伸びませんでした。本来は生活困窮者自立支援にか

かわる私たちが支援者であってもおかしくないので

すが、制度も、体制や能力も、心構えも十分とは言え

ません。能登半島地震での混乱を受け、政府も災害法

制に「福祉」を位置付ける検討を始めました。また、地

域共生社会のあり方を検討する場でも「被災者支援

との連携」が論点となっています。

モノやサービスを日常時はもちろん、非常時にも

役立つようにデザインしておくという「フェーズフ

リー」をヒントに、私たちはなにをすればよいのかを

考えます。　　　　　　（コーディネーター　菅野拓）

本大会のテーマは「地域共生支援へ広がる課題」

です。困窮と孤立の問題がますます深刻化していく

なかで、その支援は今まで以上に、住まいやまちづ

くり、身寄りのない人たちへの支援、さらには災害

時の生活再建など、その範囲は広がっています。こ

れまでの生活困窮者自立支援の積み上げを踏まえ

て、次のステージを模索していくために「地域共生

支援」というワードを用いてみました。

まとめの全体会では、２日間にわたる全体会や分

科会の議論を踏まえて、「地域共生支援」というワー

ドで自由に語り合ってみたいと思います。そのこと

によって、生活困窮者自立支援の本質を深堀し、こ

れからの可能性をイメージすることができたらと

思います。　　　　（コーディネーター　原田正樹）

大会
ニュース
page_6



5554 第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会 報告書 第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会開催要綱

○開催要綱



5756 第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会 報告書 第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会開催要綱



5958 第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会 報告書 第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会開催要綱



61第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会開催要綱60 第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会 報告書



6362 第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会 報告書 アンケート

第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会
2024年11月9日、10日【参加者属性】n=1226

①参加形態
現地 461 37.6%

オンライン 765 62.4%

合計 1,226 100.0%

②年代
10代 1 0.1%

20代 91 7.4%

30代 162 13.2%

40代 363 29.6%

50代 380 31.0%

60代 206 16.8%

70代以上 23 1.9%

合計 1,226 100.0%

③地域

第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会
2024年11月9日、10日【参加者属性】n=1226
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16.8%
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1.9%

1

④ 所属
社協 400 32.6%

社会福祉法人（社協以外） 221 18.0%

行政 143 11.7%

ＮＰＯ法人 139 11.3%

社団法人・財団法人 76 6.2%

生活協同組合 66 5.4%

株式・有限・合同会社 44 3.6%

大学・調査研究機関 29 2.4%

ワーカーズコープ 26 2.1%

労働者福祉協議会 12 1.0%

法律家 8 0.7%

その他 62 5.1%

合計 1,226 100.0%

【 全体会・分科会のプログラム内容について 】
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【 第１部 】
『人が元気になるために ―⽀援と解決、いやしについて考える―』について

悪魔祓いになぞらえた、社会のありかたの話が面白かったし、感覚的につかみやすかったです。
孤立が免疫力の低下になり悪循環に陥る話が印象的でした。

「苦しんでいる人のために寄り添う姿を見て育つ子どもが、今の日本にどれほどいるのか」とい
うお話に、本当にその通りだなと頷きながら拝聴させていただきました。家計改善支援員の一
人として、大いに悩み、全力で一人と向き合う姿勢でもって日々支援に立ち向かっていきたい
です。

悪魔祓いについて、非科学的かと思われることも人々の生きる力の醸成につながっているので
はないか、という話は目からウロコで良かったです。断らない支援のスタンスも改めて意識し
たいと感じました。

経済的な豊かさと心の豊かさは比例しないことや、人の中の孤独ということについてスリラン
カの悪魔祓いや闇バイトなど実際の話を聞きながら現在の日本で起こっている心の貧困やつな
がりの薄さから見える孤独などについて対談形式で学ぶことができてよかったです。また、相
談支援者が悪魔にならないように自分自身にも許しが必要であるというアドバイスまでもらえ
たような気がして、誇りも持つことができたように思います。

わかりやすい例えを使ってくださり、専門用語が飛び交わなかったので、スッと頭と心に入って
きました。お二人のかけ合いが楽しかったです。「孤独・孤立に悪魔がほほ笑む」というお話の
とおり、まさに私たち相談者が微笑まれています。悪魔祓いの村人をたくさん集められるよう工
夫をしていきたいと思います。

【 第２部 】
『知っていますか？改正生活困窮者自立⽀援法のポイント』について

駒村先生の経済学的角度から考える困窮者支援のお話が新鮮でした。人件費の問題や居住支
援の今後、生保との一体実施といったホットな話題を直接話す室長の姿が見れ、温度感を知
ることができました。

困窮の制度が社会の課題にあわせて改正していくのを見てきて、本当にこの制度の必要性を
強く受け止めています。私は就労準備支援事業の支援員として 7 年間従事しており、被保護の
就労準備支援にも携わってまいりましたが、今回の改定で被保護者が家計改善支援事業を利
用できるようになることはとても大きいと思います。

住宅セーフティネット法に関して、厚生労働省と国土交通省の共管になったとは、すごい前進
ですね。住宅政策の改革をお願いしたいです。

法改正のポイントについてはわかりやすく理解できた。法改正によって自治体や支援の現場で、
具体的にどのような支援が可能になり、どのような効果を想定しているのか、もう少し踏み込
んだ議論があればなおよかったです。

居住・就労・学習支援がどの自治体も行き届くようになるといいなと思いました。

アンケート自由記述

【 国会議員からのエール 】について

率直な発言に好感を持てました。ぜひ国会の場で現場と連携した行動をお願いしたいと思い
ます。

いかに私たちが大きな役割を担わせていただいているかを実感するとともに、気持ちが前向き
になりました。

現場で頑張る支援者を支えるのは国や自治体だけでなく、国会もそうであると再認識しました。
支援者の労働環境が不安定であれば、よい支援ができるはずは無いため、同じ方向を向いて
いる議員さんがおられることがわかり心強く思いました。

【 第３部 】
『こどもと家庭の今とこれから 困窮者⽀援から見る少子化対策』について

少子化への対策について、豪華客船は来ているけれど、それに乗るための小舟が欲しいと
いう話に共感しました。

収入の壁を外すことが必要であり、支援するだけの関係ではないこと。若い人たちが子育てで
心配なのはお金がかかること。少子化対策には若く所得が少ない人たちの支援が欠かせない
ことが理解できました。支援をしていくための制度があることを、相談者に提案するとともに、
自分も学んでいく必要があると感じました。

ひきこもり、不登校の子どもたちの存在は、現在のシステムに警鐘を鳴らしていると私も思っ
ています。幸福度が高くなる子どもへの施策が実現できるようこの声をもっと伝えることがで
きるようにしていきたいです。

少子化対策は若い世代だけ支援すればいいのではなく、社会全体の多方面への支援が必要だ
と思いました。子どもが希望を持てる社会は、大人が希望を持てる社会でもあり、生活困窮
者支援の役割は重要だと思いました。

自立相談の窓口で子育てやひきこもり状態、不登校についての相談が主要なトピックになって
いないという言葉に納得でした。窓口では大人の事情（金銭問題、住居、就労）が先立ち、
話を進めるうちに実は…という話が多いと思います。自分の所属している部門としても、子ど
もが子どもらしい経験、体験、安心して過ごせる場所と何より温かいご飯が食べられることを
最優先に考えられる支援を今後意識したいと思い拝聴しました。

【分科会 1】
⽀援者⽀援について

支援者支援について各地域でどのように行っているかが理解できて良かったです。その始め方
の部分について、もう少し詳しく聞きたかったです。

発言の中で、支援員同士が支える関係が地域を支えていくこと、また、分野や枠組みを超え
て相談に乗っていくチーム支援、協働、地域連携づくりが大事だということがわかりました。
人と人をつなぎ、地域や生徒につなげていく一人ひとりの暮らしを守って、支援員同士がつな
がることが大事であることを、今後の支援に活かしていきたいと思います。
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支援者支援という言葉をはじめて聞きました。各行政の取り組みやつながりを知り、つらい時
はつらいと言っていいのだとわかって、強く支えられていると思いました。

私自身が大切にしていた、出向く関係づくり、支援者の困りごとを聴く大切さなどが、人事異動
で困窮者支援の現場を離れても、仕事以外の場やつながりの中で経験を活かすことになり、自
分自身の支援者支援にもなっていたことに気づくことができました。また明日からの力になりま
した。

【分科会２】
子ども若者⽀援について

法改正に伴うわかりやすい説明を聞くことができ、生活保護との連携、子ども若者支援との
連携をもっと充実したものにしていけると良いと思いました。特に、学校教育の中で見られる
気づきが生困とつながれると、もっと子ども若者の困窮が見える化でき、早期発見につながる
のではないかと思いました。

気づこうとする姿勢のアセスメントが大事だと感じました。アウトリーチ支援から、さま
ざまな資源につなげることを行っていきたいと思います。支援者が地域にどのような資源
があるのか、今後必要な資源を把握しておくことも大事なのだと感じました。

子どもシェルターという支援があることをはじめて知りました。奨学金の課題も重要な視点な
ので、大学進学について悩む方へ家計改善支援事業や就労準備支援などを利用できたら、進
路に悩む子どもたちにとっても将来への選択肢が増えるのではないかと思いました。

一次相談事業の相談員をしていて、子どもや若者たちへの支援に手詰まり感を感じており、今
回、分科会２へ参加させていただきました。私自身が今ある制度についてしっかり学び必要な
方々へ伝えていくことと、他職種支援者と共通言語を持って一緒に支援をしていく大切を再認
識させていただきました。パワーレスの状態の方へしっかり確実に支援が届けられるよう頑張っ
ていきたい。

【分科会３】
就労⽀援について

就労支援は、すべての「社会保障」が抱える課題と同じであり、問題解決の議論もいよいよ包
括的であることを再確認することができました。現場でしっかり政策立案も意識しながら取り
組んでいこうと思いました。特に菊池さんがおしゃった「介護保険制度前」という言葉に、はっ
としました。あらたな気づきに感謝します。

3 つの自立と幸せになるために生きることが「活躍」する目的になればと思いました。しかし、
日々の中で就労自立を目指してしまう自分がいます。今後も研修を継続していきたいと思いま
す。

自治体の規模で予算や取り組みの違いがあり、この分科会でお聞きした取り組みができるかは
わかりませんが、「対象者を限定しない・可能性を限定しない・地域住民と共に環境（居場所）
をつくる、企業を巻き込むためインセンティブを考える」など、考え方のヒントをいただきま
した。

社協職員として話を聞かせていただき、地域の資源を活用していくことの大切さや、市内にも
同様に就労したいけどなかなか踏み出せない人はいるかと思うので、まずは地域にどのくらい
そういった人がいるのかアウトリーチする必要があるなと思いました。生活困窮、就労、地域
づくりを複合させて地域でのあり方など考えていきたいと思います。

【分科会４】
外国人⽀援について

難民申請が認められず、仮放免者となった人たちに対し、救済制度が無いため人として生きて
いけないという厳しい実情を知りました。知らないでは済まされない生存権に関わる大きな問
題であるし、社会問題としてとらえる必要があると感じました。また、難民に対して日本人が、
援助しようという意識が低いことを残念に感じました。まずは、嘘の情報に惑わされず、真実
を知り、一人ひとり何ができるかを考える必要があります。

日本人は親切だというイメージがあったが、日本に住む外国人から見ると「自分や家族のこと
しか考えていない」と思われているというのは驚きでした。増加する外国人が日本社会に溶け
込むために、地域住民と外国人が交流できる場所やイベントを設けていきたいと感じました。

働き手として、これだけたくさんの外国人を受け入れている現状にも関わらず、外国人が生き
やすい日本になってきているか、また共生していく社会を築けているか、築こうと考えて行動し
ているか、すごく考えさせられました。難民や仮放免者の現状についても知ることができ、支
援者の厳しい現実についても考えさせられました。

今回初めて外国人支援に関する分科会を開催したとのこと、貴重な機会に同席できたことに感
謝いたします。私が住む市も比較的外国の方が多い地域で、実際に相談も多く悩んでいたとこ
ろでしたので、皆さんのお話はとても参考になりました。今後の支援に、外国の方と共に地域
で暮らすヒントに活かしていきたいです。

【分科会５】
自治体連携について

就労開拓等の先進的な事例は所内でタイムリーに検討していた内容だったため、とても勉強に
なりました。

川崎市の事例、大牟田市の事例、両方に共通していたのは、自治体職員のインフォーマル（属
人的）な事業推進ではじまった事業の課題として担当職員の異動による仕事のレベルの差やノ
ウハウの継承を感じており、そうした課題の解決のために事業のフォーマル化を考えた時の解
決方法が民間活用や民間との連携だった、というお話と受け取りました。

牧嶋さん（とあるシンポで「変な公務員」と呼ばれていました）から引き継いだメッセージ「こ
れからの自治体職員に必要な 4 つのスキル」を最後にお話しされていた櫻木さんに共感しまし
た。

生活困窮者自立支援制度に関する行政の方の事例を聞く機会が少ないので、参考になりました。
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【分科会６】
包括⽀援について

相談内容に幅広く対応している事例を聞き感銘を受けました。これまで、対応する担当者次第
と思っていましたが、その担当者を支えることができれば、もっと幅広い対応ができるのだと
感じました。支援者支援、支援者体制が大切だと思います。

同じ宮崎県として身近な問題として今日のお話を聞かせていただきました。相談者と地域との
それぞれに対し丁寧に関わり、日頃からの顔の見える関係性がとても大事だということが伝わっ
てくる内容でした。とても勉強になりました。

今まで行ってきた社協活動の蓄積と相談支援をしっかりと結合させていかなければならないと
感じました。生活困窮者支援の理念に向けた実践のためには自立相談支援機関だけではない
さまざまな機関・分野の人たちと対話していく必要があると思いました。

地域共生社会の実現、包括的支援体制を構築するためには、地域の協力が欠かせないと感じ
ました。地域住民一人ひとりが主人公、サポーターとして、地域にある困りごとを解決する仕
組みづくり、そして行政として、地域住民に包括的支援体制のメリットを理解してもらう試みが
必要になってくると感じました。

【分科会７】
居住⽀援について

厚労省、国交省、法務省が連携して動いていることが良くわかりました。また、さまざまな事
例をお伺いできて良かったです。中でもワンファミリーさんの家族的関係性と言う言葉には、
その通りだなと納得しました。

葛西先生の言う通り、福祉部局と住宅部局に壁や溝があるのは致しかたない部分もあるが、
国が国交省と厚労省共同で事業を始めたことを契機に少しずつ壁や溝が無くなっていくことを
期待し、私自身も微力を尽くしたいと思いました。

内容として有意義だったが、情報量が多く、もう少し厚労省と国交省の法の改正とに絡めたトー
クセッションのようなものが見たかったです。

とてもボリューミーな内容でした。私の地域ではすでに居住支援協議会が動いてます。シェル
ターが足りない‥シェルター利用期間後の支援がばらばら‥課題はありますが、持ち帰った知
識をもとに、居住支援協議会とどんな取り組みが今後必要なのか検討していきたいです。

【分科会８】
家計改善⽀援について

認知機能低下が経済行動にかなりの影響を与えていることがわかりました。進行も素晴らしく、
わかりやすく楽しいものでした。一昔前の支援方法を現在でも行っているのが現状で、再度、
家計改善支援について学ぶことができ、今一度、支援について考えさせられた時間となりまし
た。

誰もが高齢者になり、誰もが自分を認知症と思わず、誰もが詐欺に狙われる…改めて考えさせ
られました。各事例を聞き、家計相談の重要性をとても強く感じました。必須事業になること
を望みます。

現場の方のお話が学びになりました。「自立は必ずしもすべてを自身で行うことでなく、役割を
任せ、自身も役割を持つこと」、とてもいい言葉だと思います。

家計に関しては非常に共感できる話がたくさんありました。レシートを集め家計を管理するこ
とだけが家計改善ではないということは、今後支援の中で心に留めておこうと思いました。ま
た孤立・孤独が家計管理能力を低下させることも理解でき、そこに対する支援の必要性を感じ
ました。

【分科会９】
防災・災害対応について

災害福祉は非常に難しい問題（平時では実感できない、経験がない等）の中で、平時から準
備しておかないと、いざ災害が発生した際に対応ができないことを改めて実感するとともに、
平時の準備の難しさと、各地域におけるコーディネートが重要と感じました。

経験談からの学びを含めた平時からの準備、柔軟な応用力、行政だからできること、専門職
だからできること、住民・地域が取り組むことを判断し、地域状況に対応していくことが求め
られると学びました。

被災者の相談支援をしていて、災害ケースマネジメントを勉強中です。他の自治体や団体の活
動がわかり良かったです。

意識をしたことがない分野だったが、社協職員として地元の社協でしかできない被災者支援の
在り方を考えていく必要があり、それには行政やＮＰＯなど様々な機関と平常時から災害分野
ではない部分からでもつながりを意識してアプローチしていく必要があると感じ、事例から今
後の災害支援のあり方について学ぶことができてとてもよかったです。

【まとめの全体会】
『地域共生⽀援へ広げるために』について

共生社会と自立支援は、難しいが表裏一体というお話はイメージしやすかったです。また、非
正規雇用ではなく、正規雇用の職員の体制が組めるように予算化してほしいです。

子ども・若者分科会の世帯全体の支援や、家計改善支援は、生きていくためのベースであるこ
とが印象に残りました。

「子どもは支援の香りがする所には寄ってこない」という話は、現場で課題をよく把握されて
いるし、行政に対する指摘も鋭いと感じました。また、専門職の間の狭い連携・つながりでは
なく、自分たちのまちのつくられ方を、まちの人たちから教えてもらうという広い視点をもつ
大事さについて示唆を得ました。

自立支援と共生は表裏一体であること。その方への支援だけでなく本人が自信をもち、地域
で暮らしていくために何ができるかを支援者含むみんなで考えていくことが地域共生社会につ
ながっていくのではないかと感じました。これからの業務の中で意識して接していくポイントを
学ぶことができとても学び多い２日間でした。

どの登壇者の語りも、各分科会の枠を越えて、困窮者だけの問題ではなく、すべての人に通じ
る問題であり、地域づくりや社会として取り組むべきことにつながっていると感じました。困窮
支援は何でもありで、社会のセンサーであるということ、自立支援と地域共生支援は表裏一体
であるという話に強く共感を覚えました。国の幹部の方にこのような考えをもっている方がい
ることがわかり、心強く思いました。
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生活困窮者自立支援全国ネットワークは、生活困窮者の支援に携わる団体の関係者や学識
経験者などが、職種や所属を超えて相互に交流し、その資質の維持・向上や関係者間の連
携及び関連する施策の推進を図ることを目的としたネットワーク組織です。
この度、当ネットワークでは、就労・就労準備支援員の連携並びに人材育成をテーマとし
た就労支援部会を設置いたしました。本部会では、就労支援全般に関する支援員同士の情
報交換等を土台とし、全国のみなさまと共に作り上げていきたいと考えています。
ご案内方々、みなさまのご参加をお待ちしております！

生活困窮者自立支援全国ネットワーク就労部会
呼びかけ人 池田徹 櫛部武俊 ⻄岡正次

就労支援部会の３つの柱
【つながり】全国の支援員同士の交流
【情報共有】就労・就労準備支援のノウハウを提供
【学びの場】オンライン勉強会の開催

就労支援部会が立ち上がりました！
全国の支援員のみなさまのご参加をお待ちしています

２か月に１回程度の活動を予定

〈お問い合わせ〉

年に１度交流イベントの開催を予定
就労・就労準備支援のツールや具体的なプログラムの
進め方等についての学び合い

【部会への参加には、生活困窮者自立支援全国ネットワークへの会員登録が必要です】
・全国ネットの年会費は1,000円（年会費の期間：4月1⽇〜翌年3月31⽇、年度途中の加入の場合も

年度末までの年会費となります）
・会員特典として１部会までは無料で参加できます
・２部会以上参加される場合は、２部会目からプラス1,000円となります

※現在会員のみなさまもお申し込みが必要です

一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク

〚TEL〛 03-3232-6131 
東京都新宿区大久保2-4-15 サンライズ新宿3F

〚Mail〛info@minna-tunagaru.jp

入会方法については、ホームページの「入会案内」をご覧いただき「会員申込フォーム」
からお申込みいただけます https://life-poor-support-japan.net/join/

年会費は手続き後にスマートピットにて請求書をお送りしますので、お近くのローソン、
ファミリーマート、ミニストップでお支払いください。

一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワークの会員募集

生活困窮者支援の体制が全国で構築されるに当たり、幅広い各層からの参加が大切
と考えますので、お申し込みをお待ちしております。

※設立趣意書の抜粋

１．趣旨

　 ○生活困窮者自立支援制度の導入を踏まえ、現場で生活困窮者に対する支援に携わる支援員（以下「支援

員」）や学識経験者が、職種や所属等を超えて相互に交流し、資質の維持・向上や関係者間の連携の確保を図る

とともに、関連政策の推進を図っていくことを目的とする。

２．組織

　（１）生活困窮者自立支援制度における「自立相談支援事業」、「就労準備支援事業」、「就労訓練事業」、「一

時生活支援事業」、「家計相談支援事業」または「学習等支援事業」などに携わる支援員若しくは学識研究者、

行政関係者であって、本ネットワークの趣旨に賛同する個人を社員および会員とし、応援する団体を賛助団体

とする組織とする。

　（２）本ネットワークは、社員および会員からの会費収入、賛助団体からの会費および特別会費等によって

運営するものとする。

３．主な活動内容

　（１）「全国研究交流大会」の開催

全国の支援員や学識経験者、行政関係者等幅広い関係者が集い、現場の活動を踏まえた研究発表やシンポジ

ウム、ワークショップなどによる意見交換、政策提言を行うことを目的として「全国研究交流大会」を定期的（年

１回程度）に開催する。

（２）支援員に対する「実践的研修セミナー（仮称）」の開催及び情報交換等

現任の支援員を対象に「実践的研修セミナー」の開催（全国各地で複数回開催）及び情報交換等、支援員の

実践的な能力と資質向上を目指す。

（３）行政等に対する政策提言など

生活困窮者自立支援の現場の意見を集約し、必要に応じて行政等に対して政策提言を行う。

（４）その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

　　○年会費　：　１，０００円

　　○　特典　：　会報やメールマガジン、ホームページにて、最新の情報をお届けするとともに、　　　

　　　　　　　　　希望者は部会に参加することができます。１部会までは無料で参加できます。

　　　　　　　　　２部会以上参加される場合は、２部会目からプラス 1,000 円となります。

　　○　申込　：　生活困窮者自立支援全国ネットワークの申込フォームから申込ください。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　⇒（申込フォーム）　https://life-poor-support-japan.net/join/

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　※個人での申込みとなりますので団体名での登録はできません。
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子ども若者支援部会 部会員募集中！

子ども若者支援部会は、制度を超えて生活困窮世帯の子ども若者の権利を保障し、最善の利
益を追求するための、さまざまな形の支援に関わる支援者のネットワークです。全国の支援
者が交流し、共に学び合い、皆さんのニーズや困りごとに応じて必要な情報や研修を提供し
ていきたいと思っています。皆さんからの声は、全国研究交流大会の分科会につなげていき
ます。ぜひ、皆さんもこのネットワークにご参加ください。 

呼びかけ人：谷口仁史、鈴木晶子、池田徹（生活困窮自立支援全国ネットワーク理事） 
参加有識者：宮本みち子（生活困窮自立支援全国ネットワーク社員） 

みんなで作る 
子ども若者支援部会

Zoomによる部会開催と、メールによる情報提供で、子ども若者支援、生活困窮者支援
に関わる支援者のネットワークを作ります。

オンラインでつながる支援者のネットワーク

交流
全国の支援者の交流をしていきます。

情報提供
施策や制度の動向、研修情報などをお届けします。

スキルアップ
皆さんのニーズを聞きながら、子ども若者支援に
今求められている研修等の機会を提供します。

声をつなげる
交流や研修等から見えてきた現場の皆さんの声を、全国
研究交流大会の分科会等につなげるとともに、国等への
政策提言をおこなっていきます。

・部会の参加には全国ネットワークの会員登録が必要です。 
・全国ネットの年会費は1000円（会員期間4月1日～翌年3月31日） 

　年度途中の加入の場合も年度末までの年会費となります。 
・会員特典として１部会までは無料で参加できます。 
・２部会以上参加される場合は、２部会目からプラス1000円となります。 

・2024年11月末まで部会員限定で、第2回会合のミニ講演（特定非営利活動法人おおいた子ども支援 

　ネット理事長 矢野 茂生氏）の動画をご視聴いただけます。 

【入会申込】https://life-poor-support-japan.net/join/ 

年会費は手続き後にスマートピットにて請求書をお送りますので、お近くの 
ローソン、ファミリーマート、ミニストップでお支払いください。 
＜お問合わせ先＞ 一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク　

入会申込

 
 

 
 

家計改善支援部会は、家計改善支援員の横のつながりと人材育成をテーマとした部会です。これまで

に以下のような活動を行ってきました。これからも部会員の皆様との交流を深めながら、学びを続けて

いきます。 

＜令和 5 年度＞ 

・第１回  5 月 28 日「みんなで語ろう！これからの家計改善支援部会」 

・第２回  8 月 18 日「みんなで考えよう 家計改善支援の事例」 

・第３回 10 月 9 日 「家計表について考えようー家計表の基本と活用方法ー」 

・第４回  2 月 17 日「スマホ決裁の基礎知識と消費者トラブル」を学ぶ 

・全国ネットワークの政策提言の家計改善支援の部分を委員にてまとめる 
 

＜令和 6 年度＞ 

・第１回  8 月 31 日「債務整理の基礎知識～誇大ネット広告の被害実態と対処法～」を学ぶ 

・令和 6 年度 社会福祉振興助成事業（通常助成事業）「家計管理アプリと学習教材を全国に普及し、

早期支援を実現する事業」 

   

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

 

家計改善支援部会 
委員より 
 

楽しい部会です。 
皆様の参加を 
お待ちしています！！ 
  

新保美香、生水裕美、鏑木奈津子、行岡みち子 

本部会のポイント 
□家計改善支援員をはじめ、困窮者支援に従事する支援員は経験年数を問わず誰でも参加できます。 
□全国の支援員とのつながりができ、全国 6 ブロックごとの交流ができるような 

部会を目指していきます。 
□基本的に３～4 カ月に 1 回程度の活動を予定しています。 
□オンライン（zoom）で全国から無料で参加できます。 
□部会での課題や成果は全国研究交流大会の分科会等につないでいきます。 

・部会への参加には全国ネットワークの会員登録が必要です。 
 

・全国ネットの年会費は 1,000 円（期間は 4/1～翌年 3/31 まで 

 年度途中の加入の場合も年度末までの年会費となります。） 
 

・会員特典として１部会までは無料で参加できます。 
 

・２部会以上参加される場合は、２部会目から＋1,000 円となります。 
 
 

会員への入会手続きは、ＨＰの「入会案内」の入力フォームからどうぞ。

https://life-poor-support-japan.net/join/  
 

年会費は手続き後にスマートピットにて請求書をお送りしますので、 

お近くのローソン、ファミリーマート、ミニストップでお支払いください。                      

申 込 方 法 

＜お問合わせ先＞ 一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク TEL:03-3232-6131  Mail:info@minna-tunagaru.jp 

会員への
入会は 

こちら 
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日本福祉大学

東海市

岡崎市

春日井市

豊田市

東浦町

とよた多世代参加支援プロジェクト

一般社団法人愛知県社会福祉士会

一般社団法人あいち福祉振興会

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

社会福祉法人大府市社会福祉協議会

社会福祉法人江南市社会福祉協議会

社会福祉法人武豊町社会福祉協議会

社会福祉法人知多市社会福祉協議会

社会福祉法人東海市社会福祉協議会

社会福祉法人常滑市社会福祉協議会

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会

社会福祉法人名古屋市南区社会福祉協議会

社会福祉法人半田市社会福祉協議会

社会福祉法人東浦町社会福祉協議会

社会福祉法人美浜町社会福祉協議会　

社会福祉法人南知多町社会福祉協議会

特定非営利活動法人絆

特定非営利活動法人くらし応援ネットワーク

特定非営利活動法人地域福祉サポートちた

特定非営利活動法人知多地域権利擁護支援センター

現地実行委員会　所属団体一覧 一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク役員一覧

「第11回 生活困窮者自立支援全国研究交流大会」報告書

一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク
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